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公布された条例のあらまし 
 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育長の期末手当の支給割合を年間０．０５月分引き上

げることとした。 

ア 令和４年１２月支給の期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

１２月 １．６２５月分 １．６７５月分 

 

イ 令和５年度からの期末手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

６月 １．６２５月分 １．６５０月分 

１２月 １．６７５月分 １．６５０月分 

合計 ３．３０月分 ３．３０月分 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、令和４年１２月１日から適用することとした。ただし、１

のイの改正については、令和５年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、本給及び勤勉手当の支給割合等につい

て、次のとおり改正することとした。 

⑴ 本給の改正 

 世代間の給与配分の観点から、初任給及び若年層に重点を置きながら給料表の給料月額を増

額改定することとした（改定率 平均０．３３％）。 

⑵ 勤勉手当の支給割合の改正 

ア 令和４年１２月支給の勤勉手当の支給割合を０．１月分（再任用職員は０．０５月分）引

き上げて、次のとおりとすることとした。 

 現 行 改正案 増 減 

（一般職員） 100分の95 100分の105 100分の10 

（幹部職員） 100分の115 100分の125 100分の10 

（再任用一般職員） 100分の45 100分の50 100分の5 

（再任用幹部職員） 100分の55 100分の60 100分の5 
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イ 令和５年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 ６月期 １２月期 計 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の120 100分の120 100分の240 

（幹部職員） 100分の100 100分の100 100分の200 

（再任用一般職員） 100分の67.5 100分の67.5 100分の135 

（再任用幹部職員） 100分の57.5 100分の 57.5 100分の115 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の100 100分の100 100分の200 

（幹部職員） 100分の120 100分の120 100分の240 

（再任用一般職員） 100分の47.5 100分の47.5 100分の95 

（再任用幹部職員） 100分の57.5 100分の57.5 100分の115 

合 計    

（一般職員） 100分の220 100分の220 100分の440 

（幹部職員） 100分の220 100分の220 100分の440 

（再任用一般職員） 100分の115 100分の115 100分の230 

（再任用幹部職員） 100分の115 100分の115 100分の230 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、令和４年１２月１日から適用することとした。ただし、１

の⑴の改正については、令和４年４月１日から適用、１の⑵のイの改正については、令和５年４

月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 本市一般職員の給料表改定に準じ、本市会計年度任用職員の給料表の給料月額を増額改定する

こととした。 

 

２ この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例要綱 

 

 地方公務員法の一部改正により、職員の定年の引上げ等が行われることに伴い、関係する１１条

例について次のとおり規定整備を図り、経過措置を設けることとした。 
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１ 亀岡市職員の再任用に関する条例の廃止 

 定年の引上げに伴い、現行の再任用制度を

廃止することとした。 

 

２ 亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正 

 所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ 職員の定年等に関する条例の一部改正 

⑴ 職員の定年は年齢６５年とし、例外とし

て医療業務に従事する医師である職員の定

年は年齢７０年とすることとした。 

⑵ 管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年

とすることとした。 

⑶ 管理監督職から他の職への降任等を行う

に当たって遵守すべき基準について定める

こととした。 

⑷ 年齢６０年以上退職者を定年前再任用短

時間勤務職員に採用できることとすること

とした。 

⑸ 令和１３年３月末をもって定年の引上げ

が完了するまでの定年に関する経過措置を

定めることとした。 

⑹ 任命権者は、年齢６０年に達する日の属

する年度の前年度に年齢６０年に達する日

以後の任用等に係る必要な情報の提供及び

同日の翌日以後の勤務の意思の確認に努め

ることとすることとした。 

⑺ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の

一部改正 

 給与から減じる額が、現に受ける給料の月

額の１０分の１に相当する額を超えるときは、

当該額を給与から減じることとした。 

 

５ 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正 

 所要の規定整備を図ることとした。 

 

６ 職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

 所要の規定整備を図ることとした。 

 

７ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例の一部改正 

 所要の規定整備を図ることとした。 

 

８ 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部

改正 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額

は、職務の級に応じた額に、当該職員の勤

務時間を常時勤務を要する職を占める職員

の通常の勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とすることとした。 

⑵ ５５歳以上の職員のうち規則で定める年

齢に達した日以降の直近の３月３１日を超

えて在職する職員の昇給は、特に良好な成

績で勤務した場合に限り行うこととした。 

⑶ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員

が６０歳に達した日後における最初の４月

１日（以下「特定日」という。）以後、当

該職員の職務の級及び号給に応じた額に 

１００分の７０を乗じて得た額とすること

とした。 

⑷ 医療業務に従事する医師である職員等に

は、⑶の規定は適用しないこととした。 

⑸ 他の職への降任等をされた職員で、特定

日における⑶の規定による給料月額（以下

「特定日給料月額」という。）が、降任等

をされた日（以下「異動日」という。）の

前日の給料月額に１００分の７０を乗じて

得た額（以下「基礎給料月額」という。）

に達しないこととなる職員には、当分の間、

特定日以後、⑶の規定による給料月額のほ

か、基礎給料月額と特定日給料月額との差

額に相当する額を給料として支給すること
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とした。 

⑹ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

９ 職員の退職手当に関する条例の一部改正 

⑴ 定年前早期退職者に対する退職手当の基

本額に係る特例については、退職の日にお

いて定められている定年から１５年を減じ

た年齢以上の退職者に適用することとした。 

⑵ 当分の間、１１年以上の期間勤続した者

であって、６０歳に達した日以後その者の

非違によることなく退職したものに対する

退職手当の基本額については、定年により

退職したものとして算定することとした。 

⑶ 医療業務に従事する医師である職員が退

職した場合に支給する退職手当の基本額に

ついては、⑵の規定は適用しないこととし

た。 

⑷ 給与条例による職員の給料月額の改定

（以下「給料月額７割措置」という。）は、

給料月額の減額改定に該当しないものとす

ることとした。 

⑸ 定年前早期退職者に対する退職手当の基

本額に係る特例について経過措置を設ける

こととした。 

⑹ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

１０ 亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例の一部改正 

 所要の規定整備を図ることとした。 

 

１１ 亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正 

 所要の規定整備を図ることとした。 

 

１２ この条例は、令和５年４月１日から施行

することとした。ただし、８の⑹の一部、９

の⑹の一部及び１３の規定は、公布の日から

施行することとした。 

 

１３ 任命権者は、令和５年３月３１日までの

間に、同年４月１日から令和６年３月３１日

までの間に定年に達する職員に対し、３の⑹

の例により、必要な情報の提供及び勤務の意

思の確認に努めることとした。 

 

１４ ２、３、５及び８から１１の施行に関し、

必要な経過措置を定めることとした。 

 

１５ ９の施行に関し、関係する条例について、

所要の規定整備を図ることとした。 

 

 

 

亀岡市個人情報保護法施行条例要

綱 

 

１ デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律における個人情報の保護

に関する法律（以下「法」という。）の一部

改正に伴い、法の施行に関し必要な事項を次

のとおり定めることとした。 

⑴ 個人情報保護制度について、次のとおり

定めることとした。 

ア 開示決定の期限及び開示決定期間の延

長について、法の規定より期限及び期間

を短縮することとした。 

イ 開示請求に係る費用について、現行制

度と同様に手数料を無料とし、写しの作

成及び送付にかかる費用を徴することと

した。 

ウ 専門的な知見に基づく意見を聴くこと

が特に必要な場合、亀岡市情報公開・個

人情報保護審議会に諮問することができ

ることとした。 

⑵ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、関係する条例につ
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いて、所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

４ この条例は、令和５年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

かめおか児童クラブ事業の実施に

関する条例要綱 

 

１ 放課後児童健全育成事業の推進について、

開設時間の延長や休日保育の実施など、保育

サービスの充実を図り、児童への適切な遊び

及び生活の場を提供し、その健全な育成を図

るため、従来の放課後児童会に替えて、新た

にかめおか児童クラブを設置することとした。 

 

２ 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関

する条例を廃止することとした。 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例は、令和５年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

亀岡市印鑑条例の一部を改正する

条例要綱 

 

１ 各種様式等に性別の記入を求めることの見

直しに伴い、印鑑登録証明書の性別欄を削除

するため、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、令和５年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

かめまるランド条例要綱 

 

１ 子どもの発育に合わせたあそび環境の充実

を図り、あそびによる身体的、社会的な能力

を促進するとともに、子育て家庭等の交流を

通じて、子どもの健やかな育ちを支援するた

め、ガレリアかめおか内にかめまるランドを

設置することとした。 

 

２ 使用の許可、使用許可の制限及び使用許可

の取消し並びに使用者の義務等所要の規定を

設けることとした。 

 

３ 使用時間及び使用料の規定を設けることと

した。 

 

４ 条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定めることとした。 

 

５ この条例は、令和５年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

亀岡市病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 在宅での健康状態の管理や回復に向けた支

援を行う訪問看護を実施するため、亀岡市立

病院に訪問看護ステーションを設置すること

とした。 

 

２ この条例は、令和５年４月１日から施行す

ることとした。 
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条 例 
 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２２号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１６２．５」を「１２月

に支給する場合においては１００分の   

１６７．５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１６２．５」

を「１００分の１６５」に、「１００分の 

１６７．５」を「１００分の１６５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正前の特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の規定に基づい

て、令和４年１２月１日からこの条例の施行

の日の前日までの間に支払われた給与は、こ

の条例による改正後の特別職の職員で常勤の

ものの給与に関する条例の規定による給与の

内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２３号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

９５」を「１００分の１０５」に、「１００

分の１１５」を「１００分の１２５」に改め、

同項第２号中「１００分の４５」を「１００

分の５０」に、「１００分の５５」を  

「１００分の６０」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 
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別
表
第
１
（
第

４
条
関
係
）
 

行
 
政
 
職
 
給
 
料
 

表
 

職
員
の

 
区
 
分

 

 
職
務
 

 
の
級
 

 号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

給
料

月
額
 
給
料
月
額
 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
1
 

円
 

1
5
0
,
1
0
0 

円
1
9
8
,
5
0
0 

円
2
3
4
,
4
0
0
 

円
2
6
6
,
0
0
0
 

円
2
9
0
,7
0
0
 

円
3
1
9
,
2
0
0
 

円
3
6
2
,
9
0
0 

2
 

1
5
1
,
2
0
0 

2
0
0
,
3
0
0 

2
3
6
,
0
0
0
 

2
6
7
,
7
0
0
 

2
9
2
,9
0
0
 

3
2
1
,
4
0
0
 

3
6
5
,
5
0
0 

3
 

1
5
2
,
4
0
0 

2
0
2
,
1
0
0 

2
3
7
,
5
0
0
 

2
6
9
,
2
0
0
 

2
9
5
,0
0
0
 

3
2
3
,
7
0
0
 

3
6
7
,
9
0
0 

4
 

1
5
3
,
5
0
0 

2
0
3
,
9
0
0 

2
3
9
,
0
0
0
 

2
7
1
,
0
0
0
 

2
9
7
,0
0
0
 

3
2
5
,
9
0
0
 

3
7
0
,
5
0
0 

5
 

1
5
4
,
6
0
0 

2
0
5
,
4
0
0 

2
4
0
,
3
0
0
 

2
7
2
,
7
0
0
 

2
9
8
,8
0
0
 

3
2
8
,
1
0
0
 

3
7
2
,
4
0
0 

6
 

1
5
5
,
7
0
0 

2
0
7
,
2
0
0 

2
4
1
,
9
0
0
 

2
7
4
,
5
0
0
 

3
0
0
,8
0
0
 

3
3
0
,
1
0
0
 

3
7
4
,
9
0
0 

7
 

1
5
6
,
8
0
0 

2
0
9
,
0
0
0 

2
4
3
,
4
0
0
 

2
7
6
,
3
0
0
 

3
0
2
,6
0
0
 

3
3
2
,
3
0
0
 

3
7
7
,
2
0
0 

8
 

1
5
7
,
9
0
0 

2
1
0
,
8
0
0 

2
4
4
,
9
0
0
 

2
7
8
,
3
0
0
 

3
0
4
,2
0
0
 

3
3
4
,
5
0
0
 

3
7
9
,
7
0
0 

9
 

1
5
8
,
9
0
0 

2
1
2
,
4
0
0 

2
4
6
,
0
0
0
 

2
8
0
,
2
0
0
 

3
0
6
,1
0
0
 

3
3
6
,
4
0
0
 

3
8
2
,
1
0
0 

1
0 

1
6
0
,
3
0
0 

2
1
4
,
2
0
0 

2
4
7
,
5
0
0
 

2
8
2
,
2
0
0
 

3
0
8
,4
0
0
 

3
3
8
,
6
0
0
 

3
8
4
,
8
0
0 

1
1 

1
6
1
,
6
0
0 

2
1
6
,
0
0
0 

2
4
9
,
0
0
0
 

2
8
4
,
1
0
0
 

3
1
0
,6
0
0
 

3
4
0
,
6
0
0
 

3
8
7
,
4
0
0 

1
2 

1
6
2
,
9
0
0 

2
1
7
,
8
0
0 

2
5
0
,
3
0
0
 

2
8
6
,
0
0
0
 

3
1
2
,9
0
0
 

3
4
2
,
8
0
0
 

3
9
0
,
1
0
0 

1
3 

1
6
4
,
1
0
0 

2
1
9
,
2
0
0 

2
5
1
,
8
0
0
 

2
8
7
,
9
0
0
 

3
1
5
,0
0
0
 

3
4
4
,
6
0
0
 

3
9
2
,
5
0
0 

1
4 

1
6
5
,
6
0
0 

2
2
1
,
0
0
0 

2
5
3
,
0
0
0
 

2
8
9
,
7
0
0
 

3
1
7
,1
0
0
 

3
4
6
,
6
0
0
 

3
9
4
,
8
0
0 

1
5 

1
6
7
,
1
0
0 

2
2
2
,
7
0
0 

2
5
4
,
3
0
0
 

2
9
1
,
2
0
0
 

3
1
9
,3
0
0
 

3
4
8
,
6
0
0
 

3
9
7
,
0
0
0 

1
6 

1
6
8
,
7
0
0 

2
2
4
,
5
0
0 

2
5
5
,
5
0
0
 

2
9
2
,
6
0
0
 

3
2
1
,4
0
0
 

3
5
0
,
6
0
0
 

3
9
9
,
4
0
0 

1
7 

1
6
9
,
8
0
0 

2
2
6
,
1
0
0 

2
5
6
,
8
0
0
 

2
9
4
,
4
0
0
 

3
2
3
,3
0
0
 

3
5
2
,
3
0
0
 

4
0
1
,
2
0
0 

1
8 

1
7
1
,
2
0
0 

2
2
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,
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0
0 

2
5
8
,
2
0
0
 

2
9
6
,
4
0
0
 

3
2
5
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0
0
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5
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,
3
0
0
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0
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7
2
,
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0
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2
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,
4
0
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5
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,
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0
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9
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,
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0
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2
7
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0
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5
6
,
1
0
0
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0
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,
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7
4
,
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0
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3
0
,
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0
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2
6
1
,
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0
0
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0
0
,
5
0
0
 

3
2
9
,3
0
0
 

3
5
8
,
0
0
0
 

4
0
6
,
9
0
0 

2
1 

1
7
5
,
3
0
0 

2
3
2
,
2
0
0 

2
6
2
,
7
0
0
 

3
0
2
,
4
0
0
 

3
3
1
,0
0
0
 

3
5
9
,
9
0
0
 

4
0
8
,
8
0
0 

2
2 

1
7
7
,
8
0
0 

2
3
3
,
8
0
0 

2
6
4
,
4
0
0
 

3
0
4
,
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0
0
 

3
3
3
,1
0
0
 

3
6
1
,
8
0
0
 

4
1
0
,
6
0
0 
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8
0
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3
0
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3
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0
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6
,
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
 

4
1
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0
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0
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0
0
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3
7
,2
0
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6
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0
0
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1
4
,
3
0
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2
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1
8
5
,
2
0
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3
7
,
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0
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2
6
9
,
4
0
0
 

3
1
0
,
3
0
0
 

3
3
8
,6
0
0
 

3
6
7
,
7
0
0
 

4
1
6
,
1
0
0 

 

2
6 

1
8
6
,
9
0
0 

2
3
9
,
4
0
0 

2
7
1
,
2
0
0
 

3
1
2
,
4
0
0
 

3
4
0
,5
0
0
 

3
6
9
,
6
0
0
 

4
1
7
,
6
0
0 

2
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1
8
8
,
5
0
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2
4
0
,
7
0
0 

2
7
2
,
9
0
0
 

3
1
4
,
4
0
0
 

3
4
2
,4
0
0
 

3
7
1
,
6
0
0
 

4
1
9
,
1
0
0 

2
8 

1
9
0
,
2
0
0 

2
4
1
,
9
0
0 

2
7
4
,
6
0
0
 

3
1
6
,
4
0
0
 

3
4
4
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0
0
 

3
7
3
,
6
0
0
 

4
2
0
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7
0
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2
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1
9
1
,
7
0
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4
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0
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2
7
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,
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0
0
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1
8
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0
0
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4
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0
0
 

3
7
5
,
1
0
0
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2
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0
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0 

1
9
3
,4
0
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4
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0
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7
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0
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0
0
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0
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0
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00
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0
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0
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0
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0
0
 

3
4
9
,7
0
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0
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0
 

3
2
4
,8
0
0
 

3
6
4
,6
0
0
 

3
8
1
,0
0
0
 

4
0
3
,8
0
0
 

4
4
4
,
9
00
 

6
2 

2
3
0
,0
0
0 

2
7
9
,1
0
0
 

3
2
5
,7
0
0
 

3
6
5
,2
0
0
 

3
8
1
,7
0
0
 

4
0
4
,1
0
0
 

 

6
3 

2
3
0
,7
0
0 

2
8
0
,0
0
0
 

3
2
6
,5
0
0
 

3
6
5
,9
0
0
 

3
8
2
,3
0
0
 

4
0
4
,4
0
0
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0
0
 

 

6
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3
1
,9
0
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2
8
1
,5
0
0
 

3
2
8
,2
0
0
 

3
6
6
,9
0
0
 

3
8
3
,3
0
0
 

4
0
5
,0
0
0
 

 

6
6 

2
3
2
,5
0
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2
8
2
,4
0
0
 

3
2
8
,6
0
0
 

3
6
7
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0
 

3
8
3
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0
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0
5
,3
0
0
 

 

6
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3
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0
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2
8
3
,1
0
0
 

3
2
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0
0
 

3
6
8
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0
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0
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6
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8
4
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3
3
0
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9
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0
 

3
8
5
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0
5
,9
0
0
 

 

6
9 

2
3
4
,5
0
0 

2
8
5
,0
0
0
 

3
3
0
,9
0
0
 

3
6
9
,3
0
0
 

3
8
5
,5
0
0
 

4
0
6
,1
0
0
 

 

7
0 

2
3
5
,1
0
0 

2
8
5
,8
0
0
 

3
3
1
,6
0
0
 

3
6
9
,9
0
0
 

3
8
6
,0
0
0
 

4
0
6
,4
0
0
 

 

7
1 

2
3
5
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0
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2
8
6
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3
2
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0
0
 

3
7
0
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0
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8
6
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0
0
 

4
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0
0
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2
3
6
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0
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2
8
7
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0
0
 

3
3
3
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0
0
 

3
7
1
,2
0
0
 

3
8
7
,1
0
0
 

4
0
7
,0
0
0
 

 

7
3 

2
3
7
,0
0
0 

2
8
8
,2
0
0
 

3
3
3
,5
0
0
 

3
7
1
,5
0
0
 

3
8
7
,4
0
0
 

4
0
7
,2
0
0
 

 

7
4 

2
3
7
,6
0
0 

2
8
8
,7
0
0
 

3
3
4
,1
0
0
 

3
7
2
,1
0
0
 

3
8
7
,8
0
0
 

4
0
7
,5
0
0
 

 

7
5 

2
3
8
,2
0
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2
8
9
,1
0
0
 

3
3
4
,6
0
0
 

3
7
2
,8
0
0
 

3
8
8
,2
0
0
 

4
0
7
,8
0
0
 

 

7
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2
3
8
,7
0
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2
8
9
,6
0
0
 

3
3
5
,2
0
0
 

3
7
3
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0
0
 

3
8
8
,6
0
0
 

4
0
8
,0
0
0
 

 

7
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2
3
9
,3
0
0 

2
8
9
,8
0
0
 

3
3
5
,5
0
0
 

3
7
3
,8
0
0
 

3
8
8
,9
0
0
 

4
0
8
,2
0
0
 

 

7
8 

2
4
0
,0
0
0 

2
9
0
,1
0
0
 

3
3
6
,0
0
0
 

3
7
4
,3
0
0
 

3
8
9
,2
0
0
 

4
0
8
,5
0
0
 

 

7
9 

2
4
0
,7
0
0 

2
9
0
,3
0
0
 

3
3
6
,4
0
0
 

3
7
4
,9
0
0
 

3
8
9
,5
0
0
 

4
0
8
,8
0
0
 

 

8
0 

2
4
1
,2
0
0 

2
9
0
,7
0
0
 

3
3
6
,9
0
0
 

3
7
5
,4
0
0
 

3
8
9
,8
0
0
 

4
0
9
,0
0
0
 

 

8
1 

2
4
1
,7
0
0 

2
9
0
,9
0
0
 

3
3
7
,3
0
0
 

3
7
5
,9
0
0
 

3
9
0
,0
0
0
 

4
0
9
,2
0
0
 

 

8
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4
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2
9
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0
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7
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
 

 
 

 

1
0
8 

 
2
9
9
,
3
0
0 

3
4
8
,
0
0
0
 

3
8
7
,
1
0
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0
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0
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1
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0
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8
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0
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,
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0
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0
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0
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0
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0
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第２条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

１０５」を「１００分の１００」に、  

「１００分の１２５」を「１００分の   

１２０」に改め、同項第２号中「１００分の

５０」を「１００分の４７．５」に、  

「 １ ０ ０ 分 の ６ ０ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

５７．５」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（亀岡市一般職員の給与に関

する条例（以下「給与条例」という。）第 

２１条第２項の改正規定を除く。次項におい

て同じ。）による改正後の給与条例（次項に

おいて「改正後の給与条例」という。）の規

定は、前項の規定にかかわらず、令和４年４

月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の給与

条例の規定に基づいて支給された給与は、改

正後の給与条例の規定による給与の内払とみ

なす。 

 （国の例引用） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行

に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２４号 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年亀岡市条例第５０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１を次のように改める。 
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別
表
第
１
（
第

３
条
関
係
）
 

給
 

料
 
表
 

 
職

務
 

 
の

級
 

 号
給

 

1
級

 
2
級

 

給
料

月
額

 
給

料
月

額
 

 1 
円

 
1
5
0
,1
0
0 

円
1
9
8
,5
0
0 

2 
1
5
1
,2
0
0 

2
0
0
,3
0
0 

3 
1
5
2
,4
0
0 

2
0
2
,1
0
0 

4 
1
5
3
,5
0
0 

2
0
3
,9
0
0 

5 
1
5
4
,6
0
0 

2
0
5
,4
0
0 

6 
1
5
5
,7
0
0 

2
0
7
,2
0
0 

7 
1
5
6
,8
0
0 

2
0
9
,0
0
0 

8 
1
5
7
,9
0
0 

2
1
0
,8
0
0 

9 
1
5
8
,9
0
0 

2
1
2
,4
0
0 

1
0 

1
6
0
,3
0
0 

2
1
4
,2
0
0 

1
1 

1
6
1
,6
0
0 

2
1
6
,0
0
0 

1
2 

1
6
2
,9
0
0 

2
1
7
,8
0
0 

1
3 

1
6
4
,1
0
0 

2
1
9
,2
0
0 

1
4 

1
6
5
,6
0
0 

2
2
1
,0
0
0 

1
5 

1
6
7
,1
0
0 

2
2
2
,7
0
0 

1
6 

1
6
8
,7
0
0 

2
2
4
,5
0
0 

1
7 

1
6
9
,8
0
0 

2
2
6
,1
0
0 

1
8 

1
7
1
,2
0
0 

2
2
7
,8
0
0 

1
9 

1
7
2
,6
0
0 

2
2
9
,4
0
0 

2
0 

1
7
4
,0
0
0 

2
3
0
,9
0
0 

2
1 

1
7
5
,3
0
0 

2
3
2
,2
0
0 

2
2 

1
7
7
,8
0
0 

2
3
3
,8
0
0 

2
3 

1
8
0
,3
0
0 

2
3
5
,4
0
0 

2
4 

1
8
2
,8
0
0 

2
3
6
,9
0
0 

2
5 

1
8
5
,2
0
0 

2
3
7
,9
0
0 

2
6 

1
8
6
,9
0
0 

2
3
9
,4
0
0 

2
7 

1
8
8
,5
0
0 

2
4
0
,7
0
0 

2
8 

1
9
0
,2
0
0 

2
4
1
,9
0
0 

2
9 

1
9
1
,7
0
0 

2
4
3
,1
0
0 

 

3
0 

1
9
3
,4
0
0 

2
4
4
,1
0
0 

3
1 

1
9
5
,2
0
0 

2
4
5
,1
0
0 

3
2 

1
9
6
,9
0
0 

2
4
6
,1
0
0 

3
3 

1
9
8
,5
0
0 

2
4
7
,2
0
0 

3
4 

1
9
9
,9
0
0 

2
4
8
,1
0
0 

3
5 

2
0
1
,4
0
0 

2
4
9
,0
0
0 

3
6 

2
0
2
,9
0
0 

2
5
0
,0
0
0 

3
7 

2
0
4
,2
0
0 

2
5
0
,9
0
0 

3
8 

2
0
5
,5
0
0 

2
5
2
,2
0
0 

3
9 

2
0
6
,7
0
0 

2
5
3
,4
0
0 

4
0 

2
0
8
,0
0
0 

2
5
4
,7
0
0 

4
1 

2
0
9
,3
0
0 

2
5
6
,0
0
0 

4
2 

2
1
0
,6
0
0 

2
5
7
,4
0
0 

4
3 

2
1
1
,9
0
0 

2
5
8
,6
0
0 

4
4 

2
1
3
,2
0
0 

2
5
9
,8
0
0 

4
5 

2
1
4
,3
0
0 

2
6
0
,9
0
0 

4
6 

2
1
5
,6
0
0 

2
6
2
,1
0
0 

4
7 

2
1
6
,9
0
0 

2
6
3
,4
0
0 

4
8 

2
1
8
,2
0
0 

2
6
4
,5
0
0 

4
9 

2
1
9
,2
0
0 

2
6
5
,6
0
0 

5
0 

2
2
0
,3
0
0 

2
6
6
,6
0
0 

5
1 

2
2
1
,3
0
0 

2
6
7
,8
0
0 

5
2 

2
2
2
,3
0
0 

2
6
8
,9
0
0 

5
3 

2
2
3
,3
0
0 

2
6
9
,9
0
0 

5
4 

2
2
4
,2
0
0 

2
7
0
,9
0
0 

5
5 

2
2
5
,1
0
0 

2
7
2
,0
0
0 

5
6 

2
2
6
,0
0
0 

2
7
3
,1
0
0 

5
7 

2
2
6
,3
0
0 

2
7
4
,0
0
0 

5
8 

2
2
7
,1
0
0 

2
7
5
,0
0
0 

5
9 

2
2
7
,8
0
0 

2
7
5
,9
0
0 

6
0 

2
2
8
,5
0
0 

2
7
7
,0
0
0 

6
1 

2
2
9
,2
0
0 

2
7
8
,1
0
0 

6
2 

2
3
0
,0
0
0 

2
7
9
,1
0
0 

6
3 

2
3
0
,7
0
0 

2
8
0
,0
0
0 

 

6
4 

2
3
1
,3
0
0 

2
8
1
,0
0
0 

6
5 

2
3
1
,9
0
0 

2
8
1
,5
0
0 

6
6 

2
3
2
,5
0
0 

2
8
2
,4
0
0 

6
7 

2
3
3
,1
0
0 

2
8
3
,1
0
0 

6
8 

2
3
3
,8
0
0 

2
8
4
,0
0
0 

6
9 

2
3
4
,5
0
0 

2
8
5
,0
0
0 

7
0 

2
3
5
,1
0
0 

2
8
5
,8
0
0 

7
1 

2
3
5
,6
0
0 

2
8
6
,6
0
0 

7
2 

2
3
6
,3
0
0 

2
8
7
,4
0
0 

7
3 

2
3
7
,0
0
0 

2
8
8
,2
0
0 

7
4 

2
3
7
,6
0
0 

2
8
8
,7
0
0 

7
5 

2
3
8
,2
0
0 

2
8
9
,1
0
0 

7
6 

2
3
8
,7
0
0 

2
8
9
,6
0
0 

7
7 

2
3
9
,3
0
0 

2
8
9
,8
0
0 

7
8 

2
4
0
,0
0
0 

2
9
0
,1
0
0 

7
9 

2
4
0
,7
0
0 

2
9
0
,3
0
0 

8
0 

2
4
1
,2
0
0 

2
9
0
,7
0
0 

8
1 

2
4
1
,7
0
0 

2
9
0
,9
0
0 

8
2 

2
4
2
,3
0
0 

2
9
1
,1
0
0 

8
3 

2
4
2
,9
0
0 

2
9
1
,5
0
0 

8
4 

2
4
3
,4
0
0 

2
9
1
,8
0
0 

8
5 

2
4
3
,9
0
0 

2
9
2
,1
0
0 

8
6 

2
4
4
,5
0
0 

2
9
2
,4
0
0 

8
7 

2
4
5
,1
0
0 

2
9
2
,7
0
0 

8
8 

2
4
5
,6
0
0 

2
9
3
,1
0
0 

8
9 

2
4
6
,1
0
0 

2
9
3
,4
0
0 

9
0 

2
4
6
,6
0
0 

2
9
3
,8
0
0 

9
1 

2
4
6
,9
0
0 

2
9
4
,1
0
0 

9
2 

2
4
7
,3
0
0 

2
9
4
,5
0
0 

9
3 

2
4
7
,6
0
0 

2
9
4
,7
0
0 

9
4 

 
2
9
4
,9
0
0 

9
5 

 
2
9
5
,2
0
0 

9
6 

 
2
9
5
,6
0
0 

9
7 

 
2
9
5
,8
0
0 
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   附 則 

 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 

98  296,100 

99  296,500 

100  296,900 

101  297,100 

102  297,400 

103  297,800 

104  298,100 

105  298,300 

106  298,600 

107  299,000 

108  299,300 

109  299,500 

110  299,900 

111  300,300 

112  300,600 

113  300,800 

114  301,000 

115  301,300 

116  301,700 

117  301,900 

118  302,100 

119  302,400 

120  302,700 

121  303,100 

122  303,300 

123  303,600 

124  303,900 

125  304,200 

備考 勤務条件を考慮し、市長が規則で定める職にある者の給料月額は、この表の

額に４，０００円をそれぞれ加算した額とする。 
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 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備

等及び経過措置に関する条例をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２５号 

 

職員の定年の引上げ等に伴う関係

条例の整備等及び経過措置に関す

る条例 

 

目次 

 第１章 関係条例の整備等（第１条－第１１

条） 

 第２章 経過措置（第１２条－第１４条） 

 附則 

 

    第１章 関係条例の整備等 

 

 （亀岡市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１条 亀岡市職員の再任用に関する条例（平

成１３年亀岡市条例第３６号）は、廃止する。 

（亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正） 

第２条 亀岡市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例（平成１７年亀岡市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「第２８条の５第１項」を「第 

２２条の４第１項」に改める。 

 （職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第３条 職員の定年等に関する条例（昭和５９

年亀岡市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 定年による退職等（第２条－第５

条） 

 第３章 管理監督職勤務上限年齢による降

任等（第６条－第９条） 

 第４章 定年前再任用短時間勤務職員の任

用（第１０条） 

 第５章 雑則（第１１条） 

 附則 

    第１章 総則 

 第１条中「）第２８条の２第１項から第３

項まで及び第２８条の３」を「。以下「法」

という。）第２２条の４第１項及び第２項、

第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８

条の５、第２８条の６第１項から第３項まで

並びに第２８条の７」に改める。 

 第２条の前に次の章名を付する。 

    第２章 定年による退職等 

 第３条中「６０年」を「６５年」に、 

「６５年」を「７０年」に改める。 

 第４条第１項中「次の各号のいずれかに該

当する」を「次に掲げる事由がある」に、

「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、

当該職員に」に、「その職員を当該」を「当

該職員を当該定年退職日において従事してい

る」に、「引き続いて」を「引き続き」に改

め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 業務の性質上、当該職員の退職による

担当者の交替により当該業務の継続的遂

行に重大な障害が生じること。 

⑵ 職務が高度の専門的な知識、熟達した

技能若しくは豊富な経験を必要とするも

のであるため、又は勤務環境その他の勤

務条件に特殊性があるため、当該職員の

退職により生じる欠員を容易に補充する

ことができず、業務の遂行に重大な障害

が生じること。 

 第４条第２項中「前項の事由」を「前項各

号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」
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に、「１年」を「これらの期限の翌日から起

算して１年」に改め、同項ただし書中「そ

の」を「当該」に改め、同条第３項中「引き

続いて」を「引き続き」に改め、「には、」

の次に「あらかじめ」を加え、同条第４項中

「任命権者は」の次に「、第１項又は第２項

の規定により引き続き勤務する職員につい

て」を加え、「第１項の事由が存しなくなっ

た」を「第１項各号に掲げる事由が消滅し

た」に、「その期限を繰り上げて退職させる

ことができる」を「当該期限を繰り上げるも

のとする」に改める。 

 本則に次の３章を加える。 

    第３章 管理監督職勤務上限年齢に

よる降任等 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる

管理監督職に含まれる職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条

例で定める職は、次に掲げる職（医療業務

に従事する医師が占める職を除く。）とす

る。 

⑴ 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）第９

条に規定する管理職手当を支給される職

員の職 

⑵ 前号に準ずる職として市長が定める職 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管

理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とす

る。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守

すべき基準） 

第８条 任命権者は、他の職（法第２８条の

２第１項に規定する他の職をいう。第２号

において同じ。）への降任等（降任又は転

任（降給を伴う転任に限る。）をいう。以

下この章において同じ。）であって、同項

本文の規定によるもの（以下この章におい

て「他の職への降任等」という。）を行う

に当たっては、法第１３条、第１５条、第

２３条の３、第２７条第１項及び第５６条

に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵

守しなければならない。 

⑴ 当該職員の人事評価の結果又は勤務の

状況及び職務経験等に基づき、降任等を

しようとする職の属する職制上の段階の

標準的な職に係る法第１５条の２第１項

第５号に規定する標準職務遂行能力（次

条第３項において「標準職務遂行能力」

という。）及び当該降任等をしようとす

る職について適正を有すると認められる

職に、降任等をすること。 

⑵ 人事の計画その他の事情を考慮した上

で他の職のうちできる限り上位の職制上

の段階に属する職に、降任等をすること。 

⑶ 当該職員の他の職への降任等をする際

に、当該職員が占めていた管理監督職

（法第２８条の２第１項に規定する職を

いう。以下同じ。）が属する職制上の段

階より上位の職制上の段階に属する管理

監督職を占める職員（以下この号におい

て「上位職職員」という。）の他の職へ

の降任等もする場合には、第１号に掲げ

る基準に従った上での状況その他の事情

を考慮してやむを得ないと認められる場

合を除き、上位職職員の降任等をした職

が属する職制上の段階と同じ職制上の段

階又は当該職制上の段階より下位の職制

上の段階に属する職に、降任等をするこ

と。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及

び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をす

べき管理監督職を占める職員については、

次に掲げる事由があると認めるときは、当

該職員が占める管理監督職に係る異動期間
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（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上

限年齢に達した日の翌日から同日以後にお

ける最初の４月１日までの間をいう。以下

この条において同じ。）の末日から起算し

て１年を超えない期間内（当該期間内に定

年退職日がある職員にあっては、当該異動

期間の末日の翌日から定年退職日までの期

間内。第３項において同じ。）で当該異動

期間を延長し、引き続き当該管理監督職を

占める職員に、当該管理監督職を占めたま

ま勤務をさせることができる。 

⑴ 業務の性質上、当該職員の他の職への

降任等による担当者の交替により当該業

務の継続的遂行に重大な障害が生じるこ

と。 

⑵ 職務が高度に専門的な知識、熟達した

技能若しくは豊富な経験を必要とするも

のであるため、又は勤務環境その他の勤

務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等により生じた欠員を容

易に補充することができず業務の遂行に

重大な障害が生じること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定によ

り異動期間（これらの規定により延長され

た期間を含む。）が延長された管理監督職

を占める職員について、前項各号に掲げる

事由が引き続きあると認めるときは、市長

の承認を得て、延長された当該異動期間の

末日の翌日から起算して１年を超えない期

間内（当該期間内に定年退職日がある職員

にあっては、延長された当該異動期間の末

日の翌日から定年退職日までの期間内。第

４項において同じ。）で延長された当該異

動期間を更に延長することができる。ただ

し、更に延長される当該異動期間の末日は、

当該職員が占める管理監督職に係る異動期

間の末日の翌日から起算して３年を超える

ことができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期

間を延長することができる場合を除き、他

の職への降任等をすべき特定管理監督職群

（職務の内容が相互に類似する複数の管理

監督職であって、これらの欠員を容易に補

充することができない年齢別構成その他の

特別の事情がある管理監督職として規則で

定める管理監督職をいう。以下この項にお

いて同じ。）に属する管理監督職を占める

職員について、当該特定管理監督職群に属

する管理監督職の属する職制上の段階の標

準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該

管理監督職についての適性を有すると認め

られる職員（当該管理監督職に係る管理監

督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）

の数が当該管理監督職の数に満たない等の

事情があるため、当該職員の他の職への降

任等により当該管理監督職に生じる欠員を

容易に補充することができず業務の遂行に

重大な障害が生じると認めるときは、当該

職員が占める管理監督職に係る異動期間の

末日の翌日から起算して１年を超えない期

間内で当該異動期間を延長し、引き続き当

該管理監督職を占める職員に当該管理監督

職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員

を当該管理監督職が属する特定管理監督職

群の他の管理監督職に降任し、若しくは転

任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規

定により異動期間（これらの規定により延

長された期間を含む。）が延長された管理

監督職を占める職員について前項に規定す

る事由があると認めるとき（第２項の規定

により延長された当該異動期間を更に延長

することができるときを除く。）、又は前

項若しくはこの項の規定により異動期間

（前３項又はこの項の規定により延長され

た期間を含む。）が延長された管理監督職
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を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、

延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異

動期間を更に延長することができる。 

５ 任命権者は、前各項の規定により異動期間を延長する場合及び第３項の規定により他の管理

監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。 

６ 任命権者は、第１項から第４項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異

動期間の末日が到来する前に当該異動期間の延長の事由が消滅したと認めるときは、他の職へ

の降任等をするものとする。 

    第４章 定年前再任用短時間勤務職員の任用 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１０条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の法

律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者（以

下この条において「年齢６０年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の

勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の

１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。）

に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短時間

勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をい

う。）を経過した者であるときは、この限りでない。 

    第５章 雑則 

 （雑則） 

第１１条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 附則第１項ただし書を削る。 

 附則第２項を次のように改める。 

 （定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「６５年」とあるのはそれぞれ同表の中

欄に掲げる字句とし、同項ただし書中「７０年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 ６６年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 ６７年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 ６８年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 ６９年 

 

 附則に次の２項を加える。 
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３ 第９条第１項から第４項までの規定によ

り異動期間（同条第１項又は第２項の規定

により延長された異動期間を含む。）を延

長した職員であって、定年退職日（令和６

年３月３１日、令和７年３月３１日、令和

８年３月３１日、令和９年３月３１日、令

和１０年３月３１日及び令和１１年３月  

３１日に限る。）において管理監督職を占

めているものに対する第４条の規定の適用

については、同条第１項中「できる」とあ

るのは「できる。ただし、附則第３項に規

定する職員については、第９条第１項又は

第２項の規定により当該定年退職日まで当

該異動期間を延長した場合であって、引き

続き勤務させることについて市長の承認を

得たときに限るものとし、当該期限は、当

該職員が占めている管理監督職に係る異動

期間の末日の翌日から起算して３年を超え

ることができない」と、同条第２項中「定

年退職日」とあるのは「定年退職日（附則

第３項に規定する職員にあっては、当該職

員が占めている管理監督職（法第２８条の

２第１項に規定する職をいう。）に係る異

動期間の末日）」とする。 

 （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

４ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に

任用される職員その他の法律により任期を

定めて任用される職員、非常勤職員並びに

第３条ただし書に規定する職員を除く。以

下この項において同じ。）年齢６０年に達

する日の属する年度の前年度（次の各号に

掲げる職員にあっては、当該各号に掲げる

年度）において、当該職員に対し、当該職

員が年齢６０年に達する日以後に適用され

る任用及び給与に関する措置の内容その他

の必要な情報を提供するものとするととも

に、同日の翌日以後における勤務の意思を

確認するよう努めるものとする。 

⑴ 年齢６０年に達する日の属する年度の

前年度に職員でなかった者で、当該前年

度の末日後に採用されたもの（次号に掲

げる職員を除く。） 当該採用の日の属

する年度 

⑵ 異動等により年齢６０年に達する日の

属する年度の前年度の末日を経過するこ

ととなった職員 当該異動等の日の属す

る年度（当該日が年度の初日である場合

は、当該年度の前年度） 

（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の

一部改正） 

第４条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条

例（昭和３０年亀岡市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条中「６月以下」の次に「の期間、そ

の発令の日に受ける」を、「を除く。）」の

次に「。以下この条において同じ。」を加え、

同条に後段として次のように加える。 

 この場合において、その減ずる額が現に

受ける給料の月額の１０分の１に相当する

額を超えるときは、当該額を給与から減ず

るものとする。 

（亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正） 

第５条 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成６年亀岡市条例第２７号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「第２８条の５第１項」を

「第２２条の４第１項」に、「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

 第３条第１項中「再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員（以下「再任用短時

間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員（以下「定年

前再任用短時間勤務職員等」に改め、同条第

２項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年
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前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

 第４条及び第１２条第１項第１号中「再任

用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時

間勤務職員等」に改める。 

 第１８条中「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第６条 職員の育児休業等に関する条例（平成

４年亀岡市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２号中「引き続いて」を「引き続

き」に改め、同条中第３号を第４号とし、第

２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 職員の定年等に関する条例第９条第１

項から第４項までの規定により異動期間

（これらの規定により延長された期間を

含む。）が延長された管理監督職を占め

る職員 

 第１０条第２号中「第５条第１項又は第２

項」を「第４条第１項又は第２項」に、「引

き続いて」を「引き続き」に改め、同条に次

の１号を加える。 

⑶ 職員の定年等に関する条例第９条第１

項から第４項までの規定により異動期間

（これらの規定により延長された期間を

含む。）が延長された管理監督職を占め

る職員 

 第１７条の２の表中「再任用短時間勤務職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

 第１８条の２の表第１２条第２項の項中

「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に、同表第２４条の２の項

中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同表第２４条の３の項を削

る。 

 第１９条第２号中「第２８条の５第１項」

を「第２２条の４第１項」に、「再任用短時

間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務

職員等」に改める。 

 第２０条第１項中「再任用短時間勤務職員

等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に

改める。 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例の一部改正） 

第７条 公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例（平成１４年亀岡市条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第２項第１号中「（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４

第１項の規定により採用される職員を除

く。）」を削り、同項第４号中「の規定によ

り引き続いて勤務させることとされ、又は同

条第２項の規定により期限を延長する」を

「又は第２項の規定により引き続き勤務す

る」に改め、同項中第５号を第６号とし、第

４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 職員の定年等に関する条例第９条第１

項から第４項までの規定により異動期間

（これらの規定により延長された期間を

含む。）を延長された管理監督職を占め

る職員 

（亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部

改正） 

第８条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「一般職の職員（」の次に「法第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員を除く。」を加える。 

 第４条第４項を削る。 

 第４条第５項を次のように改め、同項を同

条第４項とする。 

５ 法第２２条の４第１項本文の規定により

採用された職員（以下「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）の給料月額は、当
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該定年前再任用短時間勤務職員に適用され

る給料表の定年前再任用短時間勤務職員の

欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再

任用短時間勤務職員の属する職務の級に応

じた額に、亀岡市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例（平成６年亀岡市条例第２７

号。以下「勤務時間条例」という。）第２

条第３項の規定により定められた当該定年

前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とする。 

 第５条第２項中「その者」を「当該職員」

に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ ５５歳（規則で定める職員にあっては、

５６歳以上の年齢で規則で定めるもの）を

超える職員の第２項の規定による昇給は、

同項に規定する期間における当該職員の勤

務成績が極めて良好又は特に良好である場

合に限り行うものとし、昇給させる場合の

昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で

定める基準に従い決定するものとする。 

 第１２条第２項第１号中「その者」を「当

該職員」に改め、同項第２号中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改め、同項第３号中「その者」を「当

該職員」に改める。 

 第１５条第１項中「場合は」を「場合に

は」に改め、同条第２項中「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改め、同条第３項に次のただし書を加える。 

 ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、

勤務時間条例第５条の規定により、割振り

変更前の正規の勤務時間以外の時間にした

勤務のうち、その勤務の時間とその勤務を

した週における割振り変更前の正規の勤務

時間との合計が３８時間４５分に達するま

での間の勤務については、この限りでない。 

 第１５条第４項中「（勤務時間条例第３条

第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週

休日における勤務のうち規則で定めるものを

した時間を除く。第７項において同じ。）」

を削り、同条第５項中「場合は」を「場合に

は」に改める。 

 第１８条第４項中「第１５条、第１６条第

３項及び前条」を「第１５条から前条まで」

に改める。 

 第１９条中「第１５条、第１６条第２項、

第１７条」を「第１５条から第１７条まで」

に改める。 

 第２０条第２項中「その者」を「当該職

員」に改め、同条第３項中「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に、  

「１００分の１００」を「、１００分の  

１００」に、「１００分の５７．５」を  

「、１００分の５７．５」に改める。 

 第２０条の２第３号及び第４号並びに第 

２０条の３第１項第１号及び第３項第１号中

「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

 第２１条第１項中「この条」を「この項か

ら第３項まで」に、「その者」を「当該職

員」に改め、同条第２項各号中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

 第２４条の２の見出し中「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

条中「第１０条」を「第５条第２項から第７

項まで、第１０条」に、「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 附則を附則第１項とし、附則に次の７項を

加える。 

２ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員

が６０歳に達した日後における最初の４月

１日（附則第４項において「特定日」とい

う。）以後、当該職員に適用される給料表

の給料月額のうち、第５条第１項の規定に

より当該職員の属する職務の級並びに同条
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第３項、第４項、第６項及び第７項の規定

により当該職員の受ける号給に応じた額に

１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、５０円以上１００円未満の端数を

生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。）とする。 

３ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用

しない。 

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員及び

常勤を要しない職員 

⑵ 職員の定年等に関する条例（昭和５９

年亀岡市条例第３１号。以下「定年条

例」という。）第３条ただし書に規定す

る職員 

⑶ 定年条例第４条第１項又は第２項の規

定により勤務している職員（定年条例第

２条に規定する定年退職日において前項

の規定が適用されていた職員を除く。） 

⑷ 定年条例第９条第１項又は第２項の規

定により異動期間（これらの規定により

延長された期間を含む。）を延長された

管理監督職を占める職員 

４ 法第２８条の２第４項に規定する他の職

への降任等をされた職員であって、当該他

の職への降任等をされた日（以下この項及

び附則第６項において「異動日」とい

う。）の前日から引き続き同一の給料表の

適用を受ける職員のうち、特定日に附則第

２項の規定により当該職員の受ける給料月

額（以下この項において「特定日給料月

額」という。）が異動日の前日に当該職員

が受けていた給料月額に１００分の７０を

乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０円

以上１００円未満の端数を生じたときはこ

れを１００円に切り上げるものとする。以

下この項において「基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなる職員（規則で

定める職員を除く。）には、当分の間、特

定日以後、附則第２項の規定により当該職

員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額

と特定日給料月額との差額に相当する額を

給料として支給する。 

５ 前項の規定による給料の額と当該給料を

支給される職員の受ける給料月額との合計

額が第４条の２第２項の規定により当該職

員の属する職務の級における最高の号給の

給料月額を超える場合における前項の規定

の適用については、同項中「基礎給料月額

と特定日給料月額」とあるのは、「第４条

の２第２項の規定により当該職員の属する

職務の級における最高の号給の給料月額と

当該職員の受ける給料月額」とする。 

６ 異動日の前日から引き続き給料表の適用

を受ける職員（附則第２項の規定の適用を

受ける職員に限り、附則第４項に規定する

職員を除く。）であって、同項の規定によ

る給料を支給される職員との権衡上必要が

あると認められる職員には、当分の間、当

該職員の受ける給料月額のほか、規則で定

めるところにより、前２項の規定に準じて

算出した額を給料として支給する。 

７ 附則第４項又は前項の規定による給料を

支給される職員以外の附則第２項の規定の

適用を受ける職員であって、任用の事情を

考慮して当該給料を支給される職員との権

衡上必要があると認められる職員には、当

分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、

規則で定めるところにより、前３項の規定

に準じて算出した額を給料として支給する。 

８ 附則第２項から前項までに定めるものの

ほか、附則第２項の規定による給料月額、

附則第４項の規定による給料その他附則第

２項から前項までの規定の施行に関し必要 
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な事項は、規則で定める。 

 別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 
基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

基準 

給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 

 別表第２中 

「 

３級 主任の職務又はこれに相当する職務 

４級 

 

⑴ 係長の職務又はこれに相当する職務 

⑵ 困難な業務を処理する主任の職務又はこれに相当する職務 

５級 副課長の職務又はこれに相当する職務 

６級 課長の職務又はこれに相当する職務 

７級 部長の職務又はこれに相当する職務 

                                     」 

を 

「 

３級 

 

主任の職務又は主任と同等の知識又は経験を必要とする業務を

行う職務 

４級 ⑴ 係長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

⑵ 困難な業務を処理する主任の職務又は困難な業務を処理す

る主任と同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

５級 副課長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

６級 課長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

７級 部長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務 

                                     」 

に改める。 
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 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第９条 職員の退職手当に関する条例（昭和 

３０年亀岡市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項中「地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第

２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された者を除

く。」を削り、同条第２項中「含む。」の次

に「第１０条第２項において「勤務日数」と

いう。」を、「１８日」の次に「（１月間の

日数（亀岡市の休日を定める条例（平成３年

亀岡市条例第１７号）第１条第１項各号に掲

げる日の日数は、算入しない。）が２０日に

満たない日数の場合にあっては、１８日から

２０日と当該日数との差に相当する日数を減

じた日数。第１０条第２項において「職員み

なし日数」という。）」を加え、同項ただし

書中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年

法律第２６１号）」を加える。 

 第３条第１項中「給料月額（給料が日額で

定められている者については」を「給料（こ

れに相当する給与を含む。以下同じ。）の月

額（給料が日額で定められている者について

は、退職の日におけるその者の」に、「給料

月額」を「退職日給料月額」に改め、同条第

２項中「次条第２項」を「この項、次条第２

項」に、「を含む」を「及び傷病によらず、

地方公務員法第２８条第１項第１号から第３

号までの規定による免職の処分を受けて退職

した者を含む。以下この項及び第６条の４第

４項において「自己都合等退職者」という」

に、「その者が」を「自己都合等退職者が」

に改める。 

 第５条第１項中「第２８条の２第１項」を

「第２８条の６第１項」に、「第２８条の３

第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、

同条第２項中「前項」を「同項」に改める。 

 第５条の３中「１０年」を「１５年」に改

める。 

 第６条の４第１項中「休職、」を「休職及

び」に、「除く。以下」を「除く。第７条第

４項において」に改め、「額（以下」の次に

「この項及び第５項において」を加え、同条

第４項各号中「自己都合退職者」を「自己都

合等退職者」に改める。 

 第１０条第２項中「職員について定められ

ている勤務時間以上勤務した日（法令又は条

例若しくはこれに基づく規則により、勤務を

要しないこととされ、又は休暇を与えられた

日を含む。）」を「勤務日数」に、「１８

日」を「職員みなし日数」に改め、同条第４

項中「職員が、」を「職員が」に、「」とす

る」を「」とし、当該退職の日後に事業（そ

の実施期間が３０日未満のものその他市長が

認めるものを除く。）を開始した職員その他

これに準ずるものとして市長が認める職員が

市長にその旨を申し出たときは、当該事業の

実施期間（当該実施期間の日数が４年から第

１項及びこの項の規定により算定される期間

の日数を除いた日数を超える場合における当

該超える日数を除く。）は、第１項及びこの

項の規定による期間に算入しない」に改め、

同条第１０項第２号ア及びイ中「公共職業安

定所長」を「市長」に改め、同条第１１項第

５号中「第４条第８項」を「第４条第９項」

に改める。 

 第１８条第１項第２号及び第３号中「再任

用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

 第１９条第１項中「にあっては」を「に

は」に改め、同項第２号及び第３号中「再任

用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

 第２１条第１項中「。以下この条」を「。

以下この項から第６項まで」に、「にあって
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は」を「には」に改め、同条第２項から第４

項までの規定中「にあっては」を「には」に

改め、同条第５項中「再任用職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に、「にあって

は」を「には」に改める。 

 附則第３項中「第５条の３まで」の次に

「及び附則第９項から第１７項まで」を加え

る。 

 附則第４項中「第５条の２」の次に「及び

附則第１２項」を加える。 

 附則第５項中「第５条」の次に「又は附則

第１０項」を加える。 

 附則に次の１０項を加える。 

８ 令和７年３月３１日以前に退職した職員

に対する第１０条第１０項の規定の適用に

ついては、同項中「第２８条まで」とある

のは「第２８条まで及び附則第５条」と、

同項第２号中 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定

する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第

２４条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として別に定める者に

該当し、かつ、市長が同項に規定す

る指導基準に照らして再就職を促進

するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うこ 

とが適当であると認めたもの   」 

とあるのは 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定

する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第

２４条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として別に定める者に

該当し、かつ、市長が同項に規定す

る指導基準に照らして再就職を促進

するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うこ

とが適当であると認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法

附則第５条第１項に規定する地域内

に居住し、かつ、市長が同法第２４

条の２第１項に規定する指導基準に

照らして再就職を促進するために必

要な職業安定法第４条第４項に規定

する職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの（アに掲げる者を除 

く。）             」 

とする。 

９ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１

年以上２５年未満の期間勤続した者であっ

て、６０歳に達した日以後その者の非違に

よることなく退職したもの（定年の定めの

ない職を退職した者及び同項又は同条第２

項の規定に該当する者を除く。）に対する

退職手当の基本額について準用する。この

場合における第３条の規定の適用について

は、同条第１項中「又は第５条」とあるの

は、「、第５条又は附則第９項」とする。 

１０ 当分の間、第５条第１項の規定は、 

２５年以上の期間勤続した者であって、 

６０歳に達した日以後その者の非違による

ことなく退職したもの（定年の定めのない

職を退職した者及び同条第１項又は第２項

の規定に該当する者を除く。）に対する退

職手当の基本額について準用する。この場

合における第３条の規定の適用については、

同条第１項中「又は第５条」とあるのは、

「、第５条又は附則第１０項」とする。 

１１ 前２項の規定は、職員の定年等に関す

る条例（昭和５９年亀岡市条例第３１号）

第３条ただし書に規定する職員（以下「医

療業務従事職員」という。）が退職した場

合に支給する退職手当の基本額については

適用しない。 

１２ 亀岡市一般職員の給与に関する条例附
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則第２項の規定による職員の給料月額の改

定は、給料月額の減額改定に該当しないも

のとする。 

１３ 当分の間、第５条第１項に規定する者

のうち、その者の非違によることなく勧奨

を受けて退職した者であって任命権者が市

長の承認を得たものに対する第５条の３及

び第６条の３の規定の適用については、第

５条の３本文中「定年に達する日」とある

のは「定年（附則第１１項に規定する医療

業務従事職員（以下「医療業務従事職員」

という。）以外の者にあっては６０歳とし、

医療業務従事職員にあっては６５歳とす

る。）に達する日」と、同条の表第５条第

１項の項、第５条の２第１項第１号の項及

び第５条の２第１項第２号の項並びに第６

条の３の表第６条の項、第６条の２第１号

の項及び第６条の２第２号の項中「その者

に係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数１年につき」とあ

るのは「その者に係る定年（医療業務従事

職員以外の者にあっては６０歳とし、医療

業務従事職員にあっては６５歳とする。）

と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数１年につき」とする。 

１４ 当分の間、第５条第１項に規定する者

のうち、その者の非違によることなく勧奨

を受けて退職した者であって任命権者が市

長の承認を得たもの（次の表の左欄に掲げ

る者であって、退職の日において定められ

ているその者に係る定年がそれぞれ同表の

右欄に掲げる年齢を超える者に限る。）

（市長が定める者を除く。）に対する第５

条の３の規定の適用については、同条本文

中「６月」とあるのは、「０月」とする。 

医療業務従事職員以外の者 ６０歳 

医療業務従事職員 ６５歳 

１５ 当分の間、第５条第１項に規定する者

（法第２８条の６第１項の規定により退職

した者（法第２８条の７第１項の期限又は

同条第２項の規定により延長された期限の

到来により退職した者を含む。）及びこれ

に準じる他の法令の規定により退職した者

並びに法律の規定に基づく任期を終えて退

職した者を除く。）に対する第５条の３の

規定の適用については、同条本文中「１５

年を」とあるのは「１０年を」とするほか、

前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、

同条本文中「退職の日において定められて

いるその者に係る定年」とあるのはそれぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

１６ 当分の間、第５条第１項に規定する者

のうち定員の減少若しくは組織の改廃のた

め過員若しくは廃職を生ずることにより退

職した者であって、任命権者が市長の承認

を得たもの及び公務上の傷病又は死亡によ

り退職した者であって附則第１４項の表の

左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢

に達する日前に退職したときにおける第５

条の３及び第６条の３の規定の適用につい

ては、第５条の３の表第５条第１項の項、

第５条の２第１項第１号の項及び第５条の

２第１項第２号の項並びに第６条の３の表

第６条の項、第６条の２第１号の項及び第

６条の２第２号の項中「１００分の２」と

あるのは、「附則第１４項の表の左欄に掲

げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年

齢と退職の日におけるその者の年齢との差

に相当する年数に１００分の２を乗じて得

た割合を退職の日において定められている

その者に係る定年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数で除して得

た割合」とする。 

１７ 当分の間、第５条第１項に規定する者

のうち定員の減少若しくは組織の改廃のた

め過員若しくは廃職を生ずることにより退
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職した者であって、任命権者が市長の承認

を得たもの及び公務上の傷病又は死亡によ

り退職した者であって附則第１４項の表の

左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢

に達した日以後に退職したときにおける第

５条の３及び第６条の３の規定の適用につ

いては、第５条の３の表第５条第１項の項、

第５条の２第１項第１号の項及び第５条の

２第１項第２号の項並びに第６条の３の表

第６条の項、第６条の２第１号の項及び第

６条の２第２号の項中「１００分の２」と

あるのは、「１００分の２を退職の日にお

いて定められているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数で除して得た割合」とする。 

（亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部改正） 

第１０条 亀岡市上下水道部の企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和４１年亀

岡市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中「第２８条の５第１項」を

「第２２条の４第１項」に改める。 

 第２１条中「第２８条の４第１項、第２８

条の５第１項又は第２８条の６第１項若しく

は第２項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。 

（亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部改正） 

第１１条 亀岡市立病院の企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例（平成１５年亀岡市

条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「第２８条の５第１項」を

「第２２条の４第１項」に改める。 

 第２５条中「第２８条の４第１項、第２８

条の５第１項又は第２８条の６第１項若しく

は第２項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。 

 

    第２章 経過措置 

 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で

定める職及び年齢） 

第１２条 地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改

正法」という。）附則第８条第３項の条例で

定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に設置された職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が

変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で

定める年齢は、前項に規定する職が施行日の

前日に設置されていたものとした場合におけ

る第３条の規定による改正前の職員の定年等

に関する条例（以下「旧定年条例」とい

う。）第３条に規定する定年（以下「旧定年

条例定年」という。）に準じた当該職に係る

年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定に

より読み替えて適用する新法第２２条の４第

４項の条例で定める職及び年齢） 

第１３条 令和３年改正法附則第４条又は附則

第６条の規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読

み替えて適用される令和３年改正法による改

正後の地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号。以下「新法」という。）第２２条

の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる

職とする。 

⑴ 施行日以後に設置された短時間勤務の職

（第３条の規定による改正後の職員の定年

等に関する条例（以下「新定年条例」とい

う。）第１０条に規定する短時間勤務の職

をいう。以下同じ。） 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が

変更された短時間勤務の職 
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２ 令和３年改正法附則第４条又は附則第６条

の規定が適用される場合における令和３年改

正法附則第８条第４項の規定により読み替え

て適用される新法第２２条の４第４項の条例

で定める年齢は、前項に規定する短時間勤務

の職が施行日の前日に設置されていたものと

した場合において、当該短時間勤務の職を占

める職員が、常時勤務を要する職でその職務

が当該短時間勤務の職と同種の職を占めてい

るものとしたときにおける旧定年条例定年に

準じた当該短時間勤務の職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で

定める職、者及び職員） 

第１４条 令和３年改正法附則第８条第５項の

条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当

該職が基準日（附則第１０項から第１７項ま

での規定が適用される間における各年の４月

１日（施行日を除く。）をいう。以下この条

において同じ。）の前日に設置されていたも

のとした場合において、基準日から基準日の

翌年の３月３１日までの間、基準日における

新定年条例定年（新定年条例第３条に規定す

る定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日

における新定年条例定年を超える職とする。 

⑴ 基準日以後に新たに設置された職（短時

間勤務の職を含む。） 

⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が

変更された職（短時間勤務の職を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で

定める者は、前項に規定する職が基準日の前

日に設置されていたものとした場合において、

同日における当該職に係る新定年条例定年に

達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で

定める職員は、第１項に規定する職が基準日

の前日に設置されていたものとした場合にお

いて、同日における当該職に係る新定年条例

定年に達している職員とする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。ただし、第８条中亀岡市一般職員の給与

に関する条例第２０条第３項の改正規定

（「再任用職員」を「定年前再任用職員短時

間勤務職員」に改める部分を除く。）並びに

第９条中職員の退職手当に関する条例第２条

第２項及び第１０条の改正規定並びに次項並

びに第２９項及び第３２項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （実施のための準備） 

２ 任命権者は、施行日の前日までの間に、施

行日から令和６年３月３１日までの間に年齢

６０年に達する職員（当該職員が占める職に

係る旧定年条例第３条の規定による定年が年

齢６０年である職員に限る。）に対し、新定

年条例附則第４項の規定の例により、当該職

員が年齢６０年に達する日以後に適用される

任用及び給与に関する措置の内容その他の必

要な情報を提供するものとするとともに、同

日の翌日以後における勤務の意思を確認する

よう努めるものとする。 

（亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号）附則第６条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同附則第９条第３

項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項から第４項までの規

定により採用された職員は、この条例による

改正後の亀岡市人事行政の運営等の状況の公

表に関する条例第３条に規定する地方公務員

法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員とみなして、この条例の規

定を適用する。 
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（職員の定年等に関する条例の一部改正に伴

う経過措置） 

４ 施行日前に旧定年条例第４条第１項又は第

２項の規定により勤務することとされ、かつ、

旧定年条例勤務延長期限（同条第１項の期限

又は同条第２項の規定により延長された期限

をいう。以下この項及び次項において同

じ。）が施行日以後に到来する職員（次項に

おいて「旧定年条例勤務延長職員」とい

う。）に係る当該旧定年条例勤務延長期限ま

での間における同条第１項又は第２項の規定

による勤務については、新定年条例第４条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 任命権者は、旧定年条例勤務延長職員につ

いて、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の

規定により延長された期限が到来する場合に

おいて、新定年条例第４条第１項各号に掲げ

る事由があると認めるときは、市長の承認を

得て、これらの期限の翌日から起算して１年

を超えない範囲内で期限を延長することがで

きる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例

勤務延長職員に係る旧定年条例第２条に規定

する定年退職日の翌日から起算して３年を超

えることができない。 

６ 新定年条例第４条第３項から第５項までの

規定は、前項の規定による勤務について準用

する。 

７ 新定年条例第９条第１項の規定は、施行日

において附則第４項の規定により同条第１項

に規定する管理監督職を占めたまま引き続き

勤務している職員には適用しない。 

８ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４

月１日、令和９年４月１日、令和１１年４月

１日及び令和１３年４月１日をいう。以下こ

の項において同じ。）から基準日の翌年の３

月３１日までの間、基準日における新定年条

例定年が基準日の前日における新定年条例定

年（基準日が施行日である場合には、施行日

の前日における旧定年条例定年を超える職

（基準日における新定年条例定年が新定年条

例第３条本文に規定する定年である職に限

る。）及びこれに相当する基準日以後に設置

された職その他の規則で定める職に、基準日

から基準日の翌年の３月３１日までの間に新

定年条例第４条第１項若しくは第２項又は附

則第４項若しくは第５項の規定により勤務し

ている職員のうち、基準日の前日において同

日における当該職に係る新定年条例定年（基

準日が施行日である場合には、施行日の前日

における旧定年条例第３条に規定する定年）

に達している職員（当該規則で定める職に 

あっては、規則で定める職員）を、昇任し、

降任し、又は転任することができない。 

９ 新給与条例附則第２項から第８項までの規

定は、附則第４項又は第５項の規定により勤

務している職員には適用しない。 

１０ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢

６５年に達する日以後における最初の３月 

３１日（次項並びに附則第１２項、第１５項

及び第１６項において「年齢６５年到達年度

の末日」という。）までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする常時勤務を要

する職に係る旧定年条例定年（施行日以後に

設置された職及び組織の変更等により名称が

変更された職にあっては、これらの職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合に

おける旧定年条例定年に準じたそれぞれの職

に係る年齢）に達している者を、従前の勤務

実績その他の規則で定める情報に基づく選考

により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該常時勤務を要する職に採用することがで

きる。 

⑴ 施行日前に旧定年条例第２条の規定によ

り退職した者 

⑵ 旧定年条例第４条第１項若しくは第４項

又は附則第５項の規定により勤務した後退



 
亀 岡 市 公 報 

 29

第９３６号令和５年１月１６日発行 

職した者 

⑶ ２５年以上勤続して施行日前に退職した

者（前２号に掲げる者を除く。）であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経

過するまでの間にあるもの 

⑷ ２５年以上勤続して施行日前に退職した

者（前３号に掲げる者を除く。）であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経

過する日までの間に、旧法再任用（令和３

年改正法による改正前の地方公務員法第 

２８条の４第１項又は第２８条の５第１項

の規定により採用することをいう。）又は

暫定再任用（この項、次項又は附則第１５

項若しくは第１６項の規定により採用する

ことをいう。次項において同じ。）をされ

たことがあるもの 

１１ 令和１４年３月３１日までの間、任命権

者は、次に係る者のうち、年齢６５年到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者

を採用しようとする常時勤務を要する職に係

る新定年条例定年に達している者を、従前の

勤務実績その他の規則で定める情報に基づく

選考により、１年を超えない範囲内で任期を

定め、当該常時勤務を要する職に採用するこ

とができる。 

⑴ 施行日以後に新定年条例第２条の規定に

より退職した者 

⑵ 施行日以後に新定年条例第４条第１項又

は第２項の規定により勤務した後退職した

者 

⑶ 施行日以後に新定年条例第１０条の規定

により採用された者のうち、新法第２２条

の４第３項に規定する任期が満了したこと

により退職した者 

⑷ ２５年以上勤続して施行日以後に退職し

た者（前３号に掲げる者を除く。）であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して５年

を経過する日までの間にあるもの 

⑸ ２５年以上勤続して施行日以後に退職し

た者（前各号に掲げる者を除く。）であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して５年

を経過する日までの間に暫定再任用された

ことがあるもの 

１２ 前２項の任期又はこの項（附則第１７項

において準用する場合を含む。以下この項か

ら附則第１４項までにおいて同じ。）の規定

により更新された任期は、１年を超えない範

囲内で更新することができる。ただし、当該

任期の末日は、前２項の規定により採用する

者又はこの項の規定により任期を更新する者

の年齢６５年到達年度の末日以前でなければ

ならない。 

１３ 暫定再任用職員の前項の規定による任期

の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直

前の任期における勤務実績その他の規則で定

める情報に基づき行うことができる。 

１４ 任命権者は、附則第１２項の規定により

任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫

定再任用職員の同意を得なければならない。 

１５ 任命権者は、新法第２２条の４第４項の

規定にかかわらず、附則第１０項各号に掲げ

る者のうち年齢６５年到達年度の末日までの

間にある者であって、当該者を採用しようと

する短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相

当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常

時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤

務の職と同種の職を占めているものとした場

合における旧定年条例定年（施行日以後に設

置された短時間勤務の職及び組織の変更等に

より名称が変更された短時間勤務の職にあっ

ては、これらの短時間勤務の職が施行日の前

日に設置されていたものとした場合において、

常時勤務を要する職でその職務がこれらの短

時間勤務の職と同種の職を占めていたとした

ときにおける旧定年条例定年に準じたそれぞ

れの短時間勤務の職に係る年齢）をいう。）
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に達しているものを、従前の勤務実績その他

の規則で定める情報に基づく選考により、１

年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時

間勤務の職に採用することができる。 

１６ 令和１４年３月３１日までの間、任命権

者は、新法第２２条の４第４項の規定にかか

わらず、附則第１１項に掲げる者のうち、年

齢６５年到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする短時間勤

務の職に係る新定年条例定年相当年齢（短時

間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要す

る職でその職務が短時間勤務の職と同種の職

を占めているものとした場合における新定年

条例定年をいう。附則第１９項において同

じ。）に達している者（新定年条例第１０条

の規定により当該短時間勤務の職に採用する

ことができる者を除く。）を、従前の勤務実

績その他の規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該短時間勤務の職に採用することができる。 

１７ 前２項の規定により採用された職員の任

期については、附則第１２項から第１４項ま

での規定を準用する。この場合において、附

則第１２項中「前２項」とあるのは、「附則

第１５項若しくは第１６項」と読み替えるも

のとする。 

１８ 新定年条例第１０条の規定は、施行日以

後に退職をした同条に規定する年齢６０年以

上退職者（次項において「年齢６０年以上退

職者」という。）について適用する。 

１９ 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、

令和９年４月１日、令和１１年４月１日及び

令和１３年４月１日をいう。以下この項にお

いて同じ。）から基準日の翌年の３月３１日

までの間、基準日における新定年条例定年相

当年齢が基準日の前日における新定年条例定

年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日

における新定年条例定年相当年齢が新定年条

例第３条本文に規定する定年である短時間勤

務の職に限る。）及びこれに相当する基準日

以後に設置された短時間勤務の職その他の規

則で定める短時間勤務の職（以下この項にお

いて「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短

時間勤務職」という。）に、基準日の前日ま

でに年齢６０年以上退職者となった者（基準

日前から新定年条例第４条第１項又は第２項

の規定により勤務した後基準日以後に退職し

た者を含む。）のうち基準日の前日において

同日における当該新定年条例原則定年相当年

齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年

相当年齢に達している者（当該規則で定める

短時間勤務の職にあっては、規則で定める

者）を、新定年条例第１０条の規定により採

用することができず、新定年条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再任用

短時間勤務職員のうち基準日の前日において

同日における当該新定年条例原則定年相当年

齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年

相当年齢に達している定年前再任用短時間勤

務職（当該規則で定める短時間勤務の職に 

あっては、規則で定める定年前再任用短時間

勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任す

ることができない。 

（亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正に伴う経過措置） 

２０ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を

改正する法律（令和３年法律第６３号）附則

第４条第１項若しくは第２項（これらの規定

を同法附則第９条第３項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）、第５条第１項

から第４項まで、第６条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同法附則第９条第３項の

規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項から第４項までの規

定により採用された職員をいう。）は、この

条例による改正後の亀岡市職員の勤務時間、
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休暇等に関する条例第２条第３項に規定する

定年前再任用短時間勤務職員とみなして、こ

の条例の規定を適用する。 

（亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部

改正に伴う経過措置） 

２１ 暫定再任用職員（短時間勤務の職を占め

る暫定再任用職員（以下「暫定再任用短時間

勤務職員」という。）を除く。以下この項及

び次項において同じ。）の給料月額は、当該

暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職

員（新定年条例第１０条の規定により採用さ

れた職員をいう。以下同じ。）であるものと

した場合に適用される亀岡市一般職員の給与

に関する条例第４条第１項に規定する給料表

の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる

基準給料月額のうち、同条例第４条第２項の

規定により当該暫定再任用職員の属する職務

の級に応じた額とする。 

２２ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項

に規定する育児短時間勤務をしている暫定再

任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「とする」とあるのは、「に、地

方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１４条の規定に基づき

定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を

亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成６年亀岡市条例第２７号）第２条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする」とする。 

２３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、

当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任

用短時間勤務職員であるものとした場合に適

用される亀岡市一般職員の給与に関する条例

第４条第１項に規定する給料表の定年前再任

用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額

のうち、同条例第４条第２項の規定により当

該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の

級に応じた額に、亀岡市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例第２条第３項の規定により

定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額とする。 

２４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再

任用短時間勤務職員とみなして、第８条の規

定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関

する条例（以下「新給与条例」という。）第

１２条第２項並びに第１５条第２項及び第３

項の規定を適用する。 

２５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、新給与条例第２０条第

３項の規定を適用する。 

２６ 新給与条例第２１条第１項の職員に暫定

再任用職員が含まれる場合における勤勉手当

の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ご

との総額の算定に係る同項の規定の適用につ

いては、同項第１号中「定年前再任用短時間

勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間

勤務職員及び職員の定年の引上げ等に伴う関

係条例の整備等及び経過措置に関する条例

（令和４年亀岡市条例第２５号）附則第１０

項、第１１項、第１５項又は第１６項の規定

により採用された職員（次号において「暫定

再任用職員」という。）」と、同項第２号中

「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは

「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任

用職員」とする。 

２７ 新給与条例第５条第２項から第７項まで、

第１０条、第１１条及び第１１条の３の規定

は、暫定再任用職員には適用しない。 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正に

伴う経過措置） 

２８ 暫定再任用職員に対する第９条の規定に

よる改正後の職員の退職手当に関する条例

（以下「新退職手当条例」という。）第２条

第１項の規定の適用については、同項中
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「（以下「職員」という。）」とあるのは、

「（職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の

整備等及び経過措置に関する条例（令和４年

亀岡市条例第２５号）附則第１０項、第１１

項、第１５項又は第１６項の規定により採用

された職員を除く。以下「職員」とい

う。）」とする。 

２９ 新退職手当条例第１０条第４項の規定は、

令和４年７月１日以後に同項の事業を開始し

た職員その他これに準ずるものとして同項の

市長が認める職員に該当するに至った者につ

いて適用する。 

（亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

３０ 暫定再任用職員については、亀岡市上下

水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例第５条、第６条の２、第７条の２及

び第１５条の規定は、適用しない。 

（亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

３１ 暫定再任用職員については、亀岡市立病

院の企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例第５条、第６条、第８条及び第１８条の

規定は、適用しない。 

 （委任） 

３２ この附則に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な経過措置は、規則で定め

る。 

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例の一部改正） 

３３ 職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例（昭和３７年亀岡市条例第３８

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第５項中「新条例第２条第２項」を

「職員の退職手当に関する条例第２条第２

項」に、「、新条例」を「、同条例」に、

「新条例第３条」を「同条例第３条」に改め

る。 

 附則第７項中「新条例」を「職員の退職手

当に関する条例」に改める。 

３４ 職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例（昭和４９年亀岡市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第４項中「に新条例」を「に職員の退

職手当に関する条例」に改め、「第５条ま

で」の次に「又は附則第９項若しくは第１０

項」を加え、「、新条例」を「、同条例」に

改め、「第５条の３まで」の次に「及び附則

第９項から第１７項まで」を加える。 

 附則第５項中「に新条例」を「に職員の退

職手当に関する条例」に、「新条例第５条の

２」を「同条例第５条の２及び附則第１２

項」に改める。 

 附則第６項中「新条例第５条」を「職員の

退職手当に関する条例第５条又は附則第１０

項」に改める。 

 附則第７項中「、新条例」を「、職員の退

職手当に関する条例」に、「と新条例」を

「と同条例」に改める。 

３５ 職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例（平成１８年亀岡市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 附則第２条中「、新条例」を「、職員の退

職手当に関する条例」に改める。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市個人情報保護法施行条例をここに公布

する。 

 

   令和４年１２月２０日 
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          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２６号 

 

亀岡市個人情報保護法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法

において使用する用語の例による。 

２ この条例において「実施機関」とは、市長

（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長を含む。）、教育委員会、監査委員、

選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、

固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者

並びに財産区をいう。 

 （不開示情報） 

第３条 法第７８条第２項の規定により読み替

えて適用する同条第１項の開示することとさ

れている情報として条例で定めるものは、亀

岡市情報公開条例（平成１２年亀岡市条例第

３２号）第７条第２号ウに掲げる情報（同号

ウに規定する公務員等の氏名に係る部分に限

る。）とする。 

 （開示決定等の期限） 

第４条 開示決定等は、開示請求があった日か

ら１４日以内にしなければならない。ただし、

法第７７条第３項の規定により補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事

務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期間を３０日以内に限り

延長することができる。この場合において、

実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、

延長後の期間及び延長の理由を書面により通

知しなければならない。 

 （開示決定等の期限の特例） 

第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく

大量であるため、開示請求があった日から 

４４日以内にその全てについて開示決定等を

することにより事務の遂行に著しい支障が生

ずるおそれがある場合には、前条の規定にか

かわらず、実施機関は、開示請求に係る保有

個人情報のうちの相当の部分につき当該期間

内に開示決定等をし、残りの保有個人情報に

ついては相当の期間内に開示決定等をすれば

足りる。この場合において、実施機関は、前

条第１項に規定する期間内に、開示請求者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等

をする期限 

 （手数料等） 

第６条 法第８９条第２項に規定する開示請求

に係る手数料は、無料とする。 

２ 保有個人情報が記録されている地方公共団

体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当

該写しの作成及び送付に要する費用を負担し

なければならない。 

 （審議会への諮問） 

第７条 実施機関は、次の各号のいずれかに該

当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見

を聴くことが特に必要であると認めるときは、

亀岡市情報公開・個人情報保護審議会条例

（平成１２年亀岡市条例第３９号）第１条に

規定する亀岡市情報公開・個人情報保護審議

会（以下「審議会」という。）に諮問するこ

とができる。 

⑴ この条例の規定を改正し、又は廃止しよ
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うとする場合 

⑵ 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる

措置の基準を定めようとする場合 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、実施機関に

おける個人情報の取扱いに関する運用上の

細則を定めようとする場合 

 （運用状況の公表） 

第８条 市長は、毎年１回、この条例の運用状

況について、公表するものとする。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 （亀岡市個人情報保護条例の廃止） 

２ 亀岡市個人情報保護条例（平成１２年亀岡

市条例第３７号）は、廃止する。 

 （亀岡市情報公開条例の一部改正） 

３ 亀岡市情報公開条例（平成１２年亀岡市条

例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第２項中「６０日」を「４４日」

に改める。 

（亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

の一部改正） 

４ 亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

（平成１２年亀岡市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「。以下「情報公開条例」とい

う。」を削り、「及び亀岡市個人情報保護条

例（平成１２年亀岡市条例第３７号。以下

「個人情報保護条例」という。）第２８条第

１項」を「、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３

項の規定により読み替えて準用する同条第１

項及び亀岡市議会個人情報保護条例（令和４

年亀岡市条例第３２号）第４５条」に改める。 

 第４条の３第２項中「。以下同じ」を削る。 

 第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

 第５条の２から第５条の９までを削る。 

（亀岡市情報公開・個人情報保護審議会条例

の一部改正） 

５ 亀岡市情報公開・個人情報保護審議会条例

（平成１２年亀岡市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条中「及び個人情報保護制度」を削り、

「答申」を「調査審議」に改め、同条に次の

３項を加える。 

２ 審議会は、亀岡市個人情報保護法施行条

例（令和４年亀岡市条例第２６号）第７条

の規定による諮問に応じ調査審議すること

ができる。 

３ 審議会は、亀岡市議会個人情報保護条例

（令和４年亀岡市条例第３２号）第４５条

の規定による諮問に応じ調査審議すること

ができる。 

４ 審議会は、個人情報保護制度の運用に関

する重要事項について、当該事項に関係す

る機関に対して意見を述べることができる。 

（亀岡市行政不服審査に関する条例の一部改

正） 

６ 亀岡市行政不服審査に関する条例（平成 

２８年亀岡市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１２条第１項第２号中「審査会」を「審

査会又は亀岡市情報公開・個人情報保護審査

会条例（平成１２年亀岡市条例第３８号）第

１条に規定する亀岡市情報公開・個人情報保

護審査会」に改める。 

（亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例の一部改正） 

７ 亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続
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等に関する条例（平成１７年亀岡市条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条中「亀岡市個人情報保護条例（平

成１２年亀岡市条例第３７号）」を「個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第 

５７号）」に改める。 

 （経過措置） 

８ 次に掲げる者に係る附則第２項の規定によ

る廃止前の亀岡市個人情報保護条例（以下

「旧条例」という。）第３条第２項又は第 

１２条第２項（旧条例第１２条の２において

準用する場合を含む。）の規定によるその職

務上知り得た旧条例第２条第３号に規定する

個人情報（以下「旧個人情報」という。）を

正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない義務については、こ

の条例の施行後も、なお従前の例による。 

⑴ この条例の施行の際現に旧条例第２条第

１号に規定する実施機関（以下「旧実施機

関」という。）の職員である者又はこの条

例の施行前において旧実施機関の職員で 

あった者のうち、この条例の施行前におい

て旧個人情報の取扱いに従事していた者 

⑵ この条例の施行前において旧実施機関か

ら旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務

に従事していた者 

⑶ この条例の施行前において指定管理者が

管理する公の施設の管理の業務に従事して

いた者 

９ この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前に旧条例第１３条第１項、同条第２

項（旧条例第１３条第３項において準用する

場合を含む。）、第１７条、第１８条若しく

は第１９条の規定による請求又は旧条例第 

２５条第１項の規定による申出がされた場合

における旧条例に規定する保有個人情報の開

示等及び是正の申出については、なお従前の

例による。 

１０ 施行日前に旧条例の規定により審議会及

び亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

（平成１２年亀岡市条例第３８号）第１条に

規定する亀岡市情報公開・個人情報保護審査

会に諮問がされた場合における旧条例に規定

する調査審議については、なお従前の例によ

る。 

１１ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、

この条例の施行前において旧実施機関が保有

していた個人の秘密に属する事項が記録され

た旧条例第２条第８号アに係る個人情報ファ

イル（その全部又は一部を複製し、又は加工

したものを含む。）をこの条例の施行後に提

供したときは、２年以下の懲役又は１００万

円以下の罰金に処する。 

⑴ この条例の施行の際現に旧実施機関の職

員である者又はこの条例の施行前において

旧実施機関の職員であった者 

⑵ 第８項第２号に掲げる者 

⑶ 第８項第３号に掲げる者 

１２ 前項各号に掲げる者が、その業務に関し

て知り得たこの条例の施行前において旧実施

機関が保有していた旧条例第２条第４号に規

定する保有個人情報をこの条例の施行後に自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で

提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲

役又は５０万円以下の罰金に処する。 

１３ 前２項の規定は、市外においてこれらの

項の罪を犯した者にも適用する。 

１４ 附則第２項の規定により旧条例の規定が

その効力を失う前にした違反行為の処罰につ

いては、その失効後も、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例

をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２７号 

 

かめおか児童クラブ事業の実施に

関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第６条の３第２項に規定す

る放課後児童健全育成事業（以下「事業」と

いう。）を実施することにより、児童の健全

な育成を図ることを目的とする。 

 （設置） 

第２条 事業を実施するため、亀岡市立小学校

設置条例（昭和３９年亀岡市条例第１０号）

第１条に規定する小学校及び亀岡市立義務教

育学校設置条例（平成２８年亀岡市条例第 

３９号）第１条に規定する義務教育学校の前

期課程毎にかめおか児童クラブ（以下「児童

クラブ」という。）を設置する。 

２ 児童クラブの名称及び設置場所は、亀岡市

教育委員会が別に規則で定める。 

 （対象児童） 

第３条 事業の対象となる児童は、次の各号の

いずれの要件も満たす者とする。 

⑴ 就労、疾病その他の理由により、保護者

が昼間家庭にいないこと。 

⑵ 亀岡市立の小学校（義務教育学校の前期

課程を含む。以下同じ。）に就学している

こと。 

⑶ 市内に住所を有していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育長がその児

童の健全な育成に必要があると認めるときは、

同項各号に掲げる要件を満たさない者でも対

象児童とすることができる。 

 （開設日及び開設時間） 

第４条 児童クラブの開設日は、４月１日から

翌年の３月３１日までとする。ただし、次の

各号に掲げる日を除く。 

⑴ ８月１３日から同月１６日まで 

⑵ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

⑶ その他教育長が特に必要と認める日 

２ 児童クラブの開設時間は、学校の休業日

（亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校

の管理運営に関する規則（昭和５８年亀岡市

教育委員会規則第３号）第３条第１項に規定

する学校の休業日（同規則第３条第２項の規

定により、学校の休業日を変更した場合は、

当該変更後の学校の休業日）をいう。）に 

あっては、午前８時から午後７時までとし、

それ以外の日にあっては、放課後から午後７

時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育長は、災

害その他やむを得ない事情があるときは、開

設日又は開設時間を変更することができる。 

 （入会の申請） 

第５条 児童を入会させようとする保護者は、

次の各号の利用区分に応じ教育委員会が定め

るところにより、入会の申請を教育長に提出

しなければならない。 

⑴ 通常利用 月曜日から金曜日までの月単

位の利用 

⑵ 日曜日利用 日曜日の月単位の利用 

⑶ 土曜日利用 土曜日の月単位の利用 

⑷ 一時利用 前３号にかかわらず日単位の

利用 

２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日のうち月曜日か

ら金曜日までの利用については、前項第２号

又は第３号の利用に含むものとする。 
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 （入会の許可） 

第６条 教育長は、前条の規定による申請が 

あったときは、その内容を審査の上入会の可

否を決定し、規則で定めるところにより保護

者に通知するものとする。 

 （負担金） 

第７条 前条の規定により入会の許可を受けた

保護者（以下「利用者」という。）は、第５

条に定める利用区分に応じ、別表に定める負

担金を毎月末までに納入しなければならない。

ただし、同一世帯において２人以上の児童が

利用する場合においては、２人目以降の児童

に係る負担金は、無料とする。 

２ 利用者は、前項の負担金のほか、スポーツ

安全保険の掛金、特別の行事又は活動に要す

る経費その他事業の運営に必要な経費を負担

するものとする。 

 （負担金の減免） 

第８条 教育長は、特別の理由があると認める

ときは、規則で定めるところにより、前条に

規定する負担金を減額し、又は免除すること

ができる。 

 （負担金の還付） 

第９条 既納の負担金は、還付しない。ただし、

教育長が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

 （委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。 

（亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関

する条例の廃止） 

２ 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関

する条例（平成２１年亀岡市条例第３４号）

は、廃止する。 

（亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

３ 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２６年

亀岡市条例第３３号）の一部を次のように改

正する。 

 第１１条第３項中「指定都市」の次に「若

しくは同法第２５２条の２２第１項の中核

市」を加える。 

 附則第２項を次のように改める。 

 （設備の基準に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日から当分の間、第 

１０条第２項、第１１条第４項（一の支援

の単位を構成する児童の数に係る部分に限

る。）及び第１５条第５号の規定は、適用

しないことができる。 

 附則中第４項、第５項及び第６項を削る。 

 （準備行為） 

４ この条例の施行のために必要な行為は、こ

の条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

 

別表（第７条関係） 

利用区分 児童１人当たりの負担金の額 

通常利用 月額６，０００円 

日曜日利用 月額１，０００円 

土曜日利用 月額１，０００円 

一時利用 日額５００円 

 

「掲示済」 
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 亀岡市印鑑条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２８号 

 

亀岡市印鑑条例の一部を改正する

条例 

 

 亀岡市印鑑条例（平成６年亀岡市条例第２０

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条第２項中第５号を削り、第６号を第５

号とし、第７号を第６号とする。 

 第１３条第３項中「第６号」を「第５号」に

改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 かめまるランド条例をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第２９号 

 

かめまるランド条例 

 

 （設置） 

第１条 子どもの発育に合わせたあそび環境の

充実を図り、あそびによる身体的、社会的な

能力を促進するとともに、子育て家庭等の交

流を通じて、子どもの健やかな育ちを支援す

るため、かめまるランドを設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 設置する施設の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

  名 称  かめまるランド 

  位 置  亀岡市余部町宝久保１番地の１ 

 （開館時間及び休館日） 

第３条 かめまるランドの開館時間は、午前９

時から午後４時までとする。ただし、市長が

必要と認めるときは、これを変更することが

できる。 

２ かめまるランドの休館日は、次のとおりと

する。ただし、市長が必要と認めるときは、

随時に開館又は休館することができる。 

⑴ 木曜日（国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たるときはその翌日） 

⑵ １月１日から同月３日まで及び１２月 

２９日から同月３１日まで 

 （施設の構成） 

第４条 かめまるランドは、次に掲げる施設を

もって構成する。 

⑴ あそびばスペース 

⑵ 授乳室及びおむつ替え室 

⑶ 事務室、相談室及び医務室 

⑷ あおぞらひろば 

 （事業） 

第５条 かめまるランドは、次の各号に掲げる

事業を行う。 

⑴ 子どもの心身の発達を促すための設備等

の提供に関すること。 

⑵ 子育て家庭等への交流場所の提供及び交

流の促進に関すること。 
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⑶ 子育て等に関する相談及び援助の実施に

関すること。 

⑷ 地域の子育てに関連する情報の提供に関

すること。 

⑸ 子育て及び子育て支援の講習等の実施に

関すること。 

⑹ その他市長が必要と認める事業 

 （使用の許可） 

第６条 かめまるランド（あおぞらひろばを除

く。以下「屋内スペース」という。）及びそ

の設備等を使用する者は、市長の許可を受け

なければならない。許可を受けた事項又は内

容を変更しようとするときについても同様と

する。 

２ 市長は、前項の使用の許可をする場合にお

いて、屋内スペースの管理上必要と認めると

きは、その使用について条件を付けることが

できる。 

 （使用時間及び使用料） 

第７条 屋内スペースを使用する場合の時間

（以下「使用時間」という。）及び使用料は、

別表に定めるとおりとする。 

２ 屋内スペースを使用する者は、前項に定め

る使用料を前納しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第８条 市長は、特に必要があると認めるとき

は、使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

 （使用許可の制限） 

第９条 次の各号のいずれかに該当するときは、

市長は、屋内スペースの使用を許可しないこ

とができる。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれ

があると認められるとき。 

⑵ 施設又は設備等を汚損し、又は滅失する

おそれがあると認められるとき。 

⑶ 管理上支障があると認められるとき。 

⑷ その他市長が使用を不適当と認めるとき。 

 （使用許可の取消し等） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当するとき

は、市長は、屋内スペースの使用の許可を取

り消し、又は使用を制限し、若しくは停止す

ることができる。 

⑴ 許可なく使用の目的を変更したとき。 

⑵ この条例又はこの条例の規定に基づく処

分に違反し、若しくは違反するおそれがあ

ると認められるとき。 

⑶ 偽りその他不正な手段により使用の許可

を受けたとき。 

⑷ 災害その他不可抗力の事由によって屋内

スペースの使用ができなくなったとき。 

⑸ その他公用又は管理上の都合により、市

長が特に必要と認めるとき。 

 （使用料の不還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただ

し、市長が特に必要があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

 （使用の拒否等） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する者に対し、かめまるランドの使用を拒み、

又は退場を命ずることができる。 

⑴ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑と

なる物品若しくは動物の類を携行する者 

⑵ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれが

あると認められる者 

⑶ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡

市条例第２４号）第２条第４号に掲げる暴

力団員等 

⑷ その他かめまるランドの管理上支障があ

ると認められる者 

 （損害の賠償） 

第１３条 かめまるランドを使用する者は、か

めまるランドの施設又は設備等を汚損し、又

は滅失したときは、市長が相当と認める賠償

額を賠償しなければならない。 

 （委任） 
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第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行のために必要な行為は、こ

の条例の施行の日の前においても行うことが

できる。 

 （ガレリアかめおか条例の一部改正） 

３ ガレリアかめおか条例（平成１０年亀岡市

条例第１号）を次のように改正する。 

 第３条第５号中「、プレイルーム」及び 

「、多目的フロア」を削る。 

 別表第１中「プレイルーム」及び「多目的

フロア」を削る。 

 

【別表 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市病院事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３０号 

 

亀岡市病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市病院事業の設置等に関する条例（平成

１４年亀岡市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

 
 第４条に次の１項を加える。 
４ 第２項に規定するもののほか、次に掲げる

訪問看護を実施するため、亀岡市立病院に訪

問看護ステーションを置く。 

⑴ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）

第８８条第１項に規定する訪問看護 

⑵ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号）第７８条第１項に規

定する訪問看護 

⑶ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第８条第４項に規定する訪問看護及び同法

第８条の２第３項に規定する介護予防訪問

看護 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３１号 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改

正する条例 
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 亀岡市議会委員会条例（昭和４８年亀岡市条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１４条の次に次の１条を加える。 

 （委員会の開会方法の特例） 

第１４条の２ 委員長は、新型コロナウイルス

感染症その他重大な感染症のまん延又は災害

等の発生等その他やむを得ない理由により委

員が委員会の開会場所に参集することが困難

と認めるときは、映像と音声の送受信により

相手の状態を相互に認識しながら通話をする

ことができる方法（以下「オンラインによる

方法」という。）で委員会を開くことができ

る。ただし、第１９条第１項の秘密会は、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定により開く委員会において、オ

ンラインによる方法で出席を希望する委員は、

あらかじめ委員長に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出をして、委員会に出

席した委員は、委員会に出席したものとみな

して、この条例の規定を適用する。 

４ オンラインによる方法での委員会の開会方

法その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 第１７条に次の１項を加える。 

２ 前項の委員長又は委員が、第１４条の２第

２項の規定による届出をして、委員会に出席

しているときは、当該委員長又は委員は、前

項ただし書の規定による発言をオンラインに

よる方法で行うことができる。 

 第２０条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により出席を求められた者は、

オンラインによる方法で出席するときは、議

長を経て、委員会にその旨を申し出なければ

ならない。 

 第２４条に次の１項を加える。 

３ 公述人は、オンラインによる方法で公聴会

に出席することができる。 

 第２７条に次の１項を加える。 

２ 前項ただし書は、オンラインによる方法で

出席する公述人には準用しない。 

 第２８条中第３項を第４項とし、第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 参考人は、オンラインによる方法で委員会

に出席することができる。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市議会個人情報保護条例をここに公布す

る。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３２号 

 

亀岡市議会個人情報保護条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 個人情報の取扱い（第４条―第１６

条） 

第３章 個人情報ファイル（第１７条） 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第１８条―第３０条） 

第２節 訂正（第３１条―第３７条） 

第３節 利用停止（第３８条―第４３条） 

第４節 審査請求（第４４条―第４６条） 

第５章 雑則（第４７条―第５２条） 

第６章 罰則（第５３条―第５７条） 
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附則 

 

    第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、個人の尊厳の確保を基調

として、亀岡市議会（以下「議会」とい

う。）が保有する個人情報の開示、訂正及び

利用停止を求める個人の権利を明らかにする

とともに、適正な個人情報の取扱いに関し、

必要な事項を定めることにより、議会の事務

の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権

利利益を保護し、もって基本的人権の擁護に

資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、

生存する個人に関する情報であって、次の各

号のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記

録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式をいう。次項第２号において

同じ。）で作られる記録をいう。以下同

じ。）に記載され、若しくは記録され、又

は音声、動作その他の方法を用いて表され

た一切の事項（個人識別符号を除く。）を

いう。以下同じ。）により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるも

のを含む。） 

⑵ 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「個人識別符号」とは、

次の各号のいずれかに該当する文字、番号、

記号その他の符号のうち、議長が定めるもの

をいう。 

⑴ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計

算機の用に供するために変換した文字、番

号、記号その他の符号であって、当該特定

の個人を識別することができるもの 

⑵ 個人に提供される役務の利用若しくは個

人に販売される商品の購入に関し割り当て

られ、又は個人に発行されるカードその他

の書類に記載され、若しくは電磁的方式に

より記録された文字、番号、記号その他の

符号であって、その利用者若しくは購入者

又は発行を受ける者ごとに異なるものとな

るように割り当てられ、又は記載され、若

しくは記録されることにより、特定の利用

者若しくは購入者又は発行を受ける者を識

別することができるもの 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪

の経歴、犯罪により害を被った事実その他本

人に対する不当な差別、偏見その他の不利益

が生じないようにその取扱いに特に配慮を要

するものとして議長が定める記述等が含まれ

る個人情報をいう。 

４ この条例において「保有個人情報」とは、

議会の事務局の職員（以下この章から第３章

まで及び第６章において「職員」という。）

が職務上作成し、又は取得した個人情報で 

あって、職員が組織的に利用するものとして、

議会が保有しているものをいう。ただし、亀

岡市情報公開条例（平成１２年亀岡市条例第

３２号。以下「情報公開条例」という。）第

２条第１項第２号に規定する公文書（以下

「公文書」という。）に記録されているもの

に限る。 

５ この条例において「個人情報ファイル」と

は、保有個人情報を含む情報の集合物であっ

て、次に掲げるものをいう。 

⑴ 一定の事務の目的を達成するために特定

の保有個人情報を電子計算機を用いて検索

することができるように体系的に構成した
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もの 

⑵ 前号に掲げるもののほか、一定の事務の

目的を達成するために氏名、生年月日、そ

の他の記述等により特定の保有個人情報を

容易に検索することができるように体系的

に構成したもの 

６ この条例において個人情報について「本

人」とは、個人情報によって識別される特定

の個人をいう。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当

該各号に定める措置を講じて他の情報と照合

しない限り特定の個人を識別することができ

ないように個人情報を加工して得られる個人

に関する情報をいう。 

⑴ 第１項第１号に該当する個人情報 当該

個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること（当該一部の記述等を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の

記述等に置き換えることを含む。）。 

⑵ 第１項第２号に該当する個人情報 当該

個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること（当該個人識別符号を復元す

ることのできる規則性を有しない方法によ

り他の記述等に置き換えることを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当

該各号に定める措置を講じて特定の個人を識

別することができないように個人情報を加工

して得られる個人に関する情報であって、当

該個人情報を復元することができないように

したものをいう。 

⑴ 第１項第１号に該当する個人情報 当該

個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること（当該一部の記述等を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の

記述等に置き換えることを含む。）。 

⑵ 第１項第２号に該当する個人情報 当該

個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること（当該個人識別符号を復元す

ることのできる規則性を有しない方法によ

り他の記述等に置き換えることを含む。）。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、

生存する個人に関する情報であって、個人情

報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれ

にも該当しないものをいう。 

１０ この条例において「特定個人情報」とは、

行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号。以下「番号法」という。）第２

条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

１１ この条例において「保有特定個人情報」

とは、職員が職務上作成し、又は取得した特

定個人情報であって、職員が組織的に利用す

るものとして、議会が保有しているものをい

う。ただし、公文書に記録されているものに

限る。 

１２ この条例において「独立行政法人等」と

は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第

１０３号）第２条第１項に規定する独立行政

法人及び個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号。以下「法」という。）

別表第１に掲げる法人をいう。 

１３ この条例において「地方独立行政法人」

とは、地方独立行政法人法（平成１５年法律

第１１８号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人をいう。 

（議会の責務） 

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正

な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ず

るものとする。 

 

    第２章 個人情報等の取扱い 

 

（個人情報の保有の制限等） 

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっ
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ては、法令（条例を含む。第１２条第２項第

２号及び第３号並びに第４章において同

じ。）の規定によりその権限に属する事務を

遂行するため必要な場合に限り、かつ、その

利用の目的をできる限り特定しなければなら

ない。 

２ 議会は、前項の規定により特定された利用

の目的（以下「利用目的」という。）の達成

に必要な範囲を超えて、個人情報を保有して

はならない。 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変

更前の利用目的と相当の関連性を有すると合

理的に認められる範囲を超えて行ってはなら

ない。 

（利用目的の明示） 

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記

録を含む。）に記録された当該本人の個人情

報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、

あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明

示しなければならない。 

⑴ 人の生命、身体又は財産の保護のために

緊急に必要があるとき。 

⑵ 利用目的を本人に明示することにより、

本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。 

⑶ 利用目的を本人に明示することにより、

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人が行う事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき。 

⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかで

あると認められるとき。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、

又は誘発するおそれがある方法により個人情

報を利用してはならない。 

（適正な取得） 

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により

個人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲

内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と

合致するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失

又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全

管理のために必要かつ適切な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱

いの委託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行う場合

における個人情報の取扱いについて準用する。 

（従事者の義務） 

第１０条 個人情報の取扱いに従事する職員若

しくは職員であった者、前条第２項の業務に

従事している者若しくは従事していた者又は

議会において個人情報の取扱いに従事してい

る派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に

規定する派遣労働者をいう。以下この条及び

第５３条において同じ。）若しくは従事して

いた派遣労働者は、その業務に関して知り得

た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。 

（漏えい等の通知） 

第１１条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅

失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保

に係る事態であって個人の権利利益を害する

おそれが大きいものとしてその定めるものが

生じたときは、本人に対し、その定めるとこ

ろにより、当該事態が生じた旨を通知しなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。 

⑴ 本人への通知が困難な場合であって、本

人の権利利益を保護するため必要なこれに
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代わるべき措置をとるとき。 

⑵ 当該保有個人情報に第２０条各号に掲げ

る情報のいずれかが含まれるとき。 

（利用及び提供の制限） 

第１２条 議会は、法令に基づく場合を除き、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を

自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が

次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、利用目的以外の目的のために保有個人情

報を自ら利用し、又は提供することができる。

ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的

のために自ら利用し、又は提供することに 

よって、本人又は第三者の権利利益を不当に

侵害するおそれがあると認められるときは、

この限りでない。 

⑴ 本人の同意があるとき、又は本人に提供

するとき。 

⑵ 議会が法令の規定によりその権限に属す

る事務の遂行に必要な限度で保有個人情報

を内部で利用する場合であって、当該保有

個人情報を利用することについて相当の理

由があるとき。 

⑶ 市長（水道事業及び下水道事業の管理者

の権限を行う市長を含む。）、病院事業管

理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委

員会、公平委員会、農業委員会、固定資産

評価審査委員会、市が設立した地方独立行

政法人、他の地方公共団体の機関、他の地

方公共団体が設立した地方独立行政法人、

法第２条第８項に規定する行政機関又は独

立行政法人等に保有個人情報を提供する場

合において、保有個人情報の提供を受ける

者が、法令の定める事務又は業務の遂行に

必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、

かつ、当該個人情報を利用することについ

て相当の理由があるとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の

作成又は学術研究の目的のために保有個人

情報を提供するとき、本人以外の者に提供

することが明らかに本人の利益になるとき、

その他保有個人情報を提供することについ

て特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提

供を制限する他の条例の規定の適用を妨げる

ものではない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特

に必要があると認めるときは、保有個人情報

の利用目的以外の目的のための議会の内部に

おける利用を議会の事務局の特定の職員に限

るものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２

号から第４号まで及び第２９条の規定は適用

しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定

の適用については、これらの規定中同表の中

欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句

とする。
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第１２条第１項 法令に基づく場合

を除き、利用目的

以外の目的 

利用目的以外の目的 

 自ら利用し、又は

提供してはならな

い 

自ら利用してはならない 

第１２条第２項 自ら利用し、又は

提供する 

自ら利用する 

第１２条第２項

第１号 

本人の同意がある

とき、又は本人に

提供するとき 

人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要がある場合であって、本人

の同意があり、又は本人の同意を得

ることが困難であるとき 

第３８条第１項

第１号 

又は第１２条第１

項及び第２項の規

定に違反して利用

されているとき 

第１２条第５項の規定により読み替

えて適用する同条第１項及び第２項

（第１号に係る部分に限る。）の規

定に違反して利用されているとき、

番号法第２０条の規定に違反して収

集され、若しくは保管されていると

き、又は番号法第２９条の規定に違

反して作成された特定個人情報ファ

イル（番号法第２条第９項に規定す

る特定個人情報ファイルをいう。）

に記録されているとき 

第３８条第１項

第２号 

第１２条第１項及

び第２項 

番号法第１９条 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１３条 議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第４号の規定に基づき、保有

個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者

に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を

付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを

求めるものとする。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１４条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関連情報を個人

情報として取得することが想定される場合に限る。）において、必要があると認めるときは、当

該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他

必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措

置を講ずることを求めるものとする。 
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（仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１５条 議会は、法令に基づく場合を除くほ

か、仮名加工情報（個人情報であるものを除

く。以下この条及び第４９条において同

じ。）を第三者（当該仮名加工情報の取扱い

の委託を受けた者を除く。）に提供してはな

らない。 

２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏え

いの防止その他仮名加工情報の安全管理のた

めに必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっ

ては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加

工情報の作成に用いられた個人情報に係る本

人を識別するために、削除情報等（仮名加工

情報の作成に用いられた個人情報から削除さ

れた記述等及び個人識別符号並びに法第４１

条第１項の規定により行われた加工の方法に

関する情報をいう。）を取得し、又は当該仮

名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっ

ては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、

郵便若しくは民間事業者による信書の送達に

関する法律（平成１４年法律第９９号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者若しく

は同条第９項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第２項に規定する信書便により送付

し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しく

は電磁的方法（電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって議長が定めるものをいう。）を用い

て送信し、又は住居を訪問するために、当該

仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報

を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報

の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託

を含む。）を受けた者が受託した業務を行う

場合について準用する。 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１６条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに

当たっては、法令に基づく場合を除き、当該

匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に

係る本人を識別するために、当該個人情報か

ら削除された記述等若しくは個人識別符号若

しくは法第４３条第１項の規定により行われ

た加工の方法に関する情報を取得し、又は当

該匿名加工情報を他の情報と照合してはなら

ない。 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止する

ために必要なものとして議長が定める基準に

従い、匿名加工情報の適切な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報

の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託

を含む。）を受けた者が受託した業務を行う

場合について準用する。 

 

    第３章 個人情報ファイル 

 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第１７条 議長は、その定めるところにより、

議会が保有している個人情報ファイルについ

て、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定

める事項を記載した帳簿（以下「個人情報 

ファイル簿」という。）を作成し、公表しな

ければならない。 

⑴ 個人情報ファイルの名称 

⑵ 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

⑶ 個人情報ファイルの利用目的 

⑷ 個人情報ファイルに記録される項目（以

下この条において「記録項目」という。）

及び本人（他の個人の氏名、生年月日その

他の記述等によらないで検索し得る者に限

る。次項第１号カにおいて同じ。）として

個人情報ファイルに記録される個人の範囲
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（次項第２号において「記録範囲」とい

う。） 

⑸ 個人情報ファイルに記録される個人情報

（以下この条において「記録情報」とい

う。）の収集方法 

⑹ 記録情報に要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

⑺ 記録情報を議会以外の者に経常的に提供

する場合には、その提供先 

⑻ 次条第１項、第３１条第１項又は第３８

条第１項の規定による請求を受理する組織

の名称及び所在地 

⑼ 第３１条第１項ただし書又は第３８条第

１項ただし書に該当するときは、その旨 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイ

ルについては、適用しない。 

⑴ 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又

は職員若しくは職員であった者に係る個

人情報ファイルであって、専らその人事、

議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関

する事項その他これらに準ずる事項を記

録するもの（議長が行う職員の採用試験

に関する個人情報ファイルを含む。） 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供

するための個人情報ファイル 

ウ １年以内に消去することとなる記録情

報のみを記録する個人情報ファイル 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付

又は業務上必要な連絡のために利用する

記録情報を記録した個人情報ファイルで

あって、送付又は連絡の相手方の氏名、

住所その他の送付又は連絡に必要な事項

のみを記録するもの 

オ 職員が学術研究の用に供するためその

発意に基づき作成し、又は取得する個人

情報ファイルであって、記録情報を専ら

当該学術研究の目的のために利用するも

の 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない

個人情報ファイル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイ

ルに準ずるものとして議長が定める個人

情報ファイル 

⑵ 前項の規定による公表に係る個人情報 

ファイルに記録されている記録情報の全部

又は一部を記録した個人情報ファイルで 

あって、その利用目的、記録項目及び記録

範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲

内のもの 

⑶ 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずる

ものとして議長が定める個人情報ファイル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録

項目の一部若しくは同項第５号若しくは第７

号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載

し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイ

ル簿に掲載することにより、利用目的に係る

事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の

適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあ

ると認めるときは、その記録項目の一部若し

くは事項を記載せず、又はその個人情報ファ

イルを個人情報ファイル簿に記載しないこと

ができる。 

 

    第４章 開示、訂正及び利用停止 

     第１節 開示 

 

（開示請求権） 

第１８条 何人も、この条例の定めるところに

より、議長に対し、議会の保有する自己を本

人とする保有個人情報の開示を請求すること

ができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理

人又は本人の委任による代理人（以下この章

において「代理人」と総称する。）は、本人

に代わって前項の規定による開示の請求（以



 
亀 岡 市 公 報 

 49

第９３６号令和５年１月１６日発行 

下この章及び第４８条において「開示請求」

という。）をすることができる。 

（開示請求の手続） 

第１９条 開示請求は、次に掲げる事項を記載

した書面（第３項において「開示請求書」と

いう。）を議長に提出してしなければならな

い。 

⑴ 開示請求をする者の氏名及び住所又は居

所 

⑵ 開示請求に係る保有個人情報が記録され

ている公文書の名称その他の開示請求に係

る保有個人情報を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、

議長が定めるところにより、開示請求に係る

保有個人情報の本人であること（前条第２項

の規定による開示請求にあっては、開示請求

に係る保有個人情報の本人の代理人であるこ

と。）を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備がある

と認めるときは、開示請求をした者（以下

「開示請求者」という。）に対し、相当の期

間を定めて、その補正を求めることができる。

この場合において、議長は、開示請求者に対

し、補正の参考となる情報を提供するよう努

めなければならない。 

（保有個人情報の開示義務） 

第２０条 議長は、開示請求があったときは、

開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲

げる情報（情報公開条例第７条第２号ウ（当

該公務員等の氏名に係る部分に限る。）に規

定する情報を除く。以下「不開示情報」とい

う。）のいずれかが含まれている場合を除き、

開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示

しなければならない。 

⑴ 開示請求者（第１８条第２項の規定によ

り代理人が本人に代わって開示請求をする

場合にあっては、当該本人をいう。次号及

び第３号、次条第２項並びに第２７条第１

項において同じ。）の生命、健康、生活又

は財産を害するおそれがある情報 

⑵ 開示請求者以外の個人に関する情報（事

業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、開

示請求者以外の特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）若しく

は個人識別符号が含まれるもの又は開示請

求者以外の特定の個人を識別することはで

きないが、開示することにより、なお開示

請求者以外の個人の権利利益を害するおそ

れがあるもの。ただし、次に掲げる情報を

除く。 

ア 法令の規定により又は慣行として開示

請求者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、開示することが必要であると

認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法

（昭和２２年法律第１２０号）第２条第

１項に規定する国家公務員（独立行政法

人通則法第２条第４項に規定する行政執

行法人の役員及び職員を除く。）、独立

行政法人等の役員及び職員、地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２条

に規定する地方公務員並びに地方独立行

政法人の役員及び職員をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂

行に係る情報であるときは、当該情報の

うち、当該公務員等の職及び当該職務遂

行の内容に係る部分 

⑶ 法人その他の団体（国、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。
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以下この号において「法人等」という。）

に関する情報又は開示請求者以外の事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、

次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、開示するこ

とが必要であると認められる情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は

当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの

条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示

しないこととされているものその他の当

該条件を付することが当該情報の性質、

当時の状況等に照らして合理的であると

認められるもの 

⑷ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体及び地方独立行政法人の内部又は相互間

における審議、検討又は協議に関する情報

であって、開示することにより、率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混

乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当

に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすお

それがあるもの 

⑸ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体又は地方独立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって、開示することに

より、次に掲げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 議長が第２４条各項の決定（以下「開

示決定等」という。）をする場合におい

て、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす

おそれ 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の

賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ 

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

国、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当

事者としての地位を不当に害するおそれ 

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正

かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ 

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ

円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営

する企業又は地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上の正当な利益

を害するおそれ 

（部分開示） 

第２１条 議長は、開示請求に係る保有個人情

報に不開示情報が含まれている場合において、

不開示情報に該当する部分を容易に区分して

除くことができるときは、開示請求者に対し、

当該部分を除いた部分につき開示しなければ

ならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号

の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別

することができるものに限る。）が含まれて

いる場合において、当該情報のうち、氏名、

生年月日その他の開示請求者以外の特定の個

人を識別することができることとなる記述等

及び個人識別符号の部分を除くことにより、

開示しても、開示請求者以外の個人の権利利

益が害されるおそれがないと認められるとき

は、当該部分を除いた部分は、同号の情報に

含まれないものとみなして、前項の規定を適

用する。 

（裁量的開示） 

第２２条 議長は、開示請求に係る保有個人情

報に不開示情報が含まれている場合であって



 
亀 岡 市 公 報 

 51

第９３６号令和５年１月１６日発行 

も、個人の権利利益を保護するため特に必要

があると認めるときは、開示請求者に対し、

当該保有個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第２３条 開示請求に対し、当該開示請求に係

る保有個人情報が存在しているか否かを答え

るだけで、不開示情報を開示することとなる

ときは、議長は、当該保有個人情報の存否を

明らかにしないで、当該開示請求を拒否する

ことができる。 

（開示請求に対する措置） 

第２４条 議長は、開示請求に係る保有個人情

報の全部又は一部を開示するときは、その旨

の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開

示する保有個人情報の利用目的及び開示の実

施に関し議長が定める事項を書面により通知

しなければならない。ただし、第５条第２号

又は第３号に該当する場合における当該利用

目的については、この限りでない。 

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全

部を開示しないとき（前条の規定により開示

請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保

有個人情報を保有していないときを含む。）

は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者

に対し、その旨を書面により通知しなければ

ならない。 

（開示決定等の期限） 

第２５条 開示決定等は、開示請求があった日

から１４日以内にしなければならない。ただ

し、第１９条第３項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処

理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長

することができる。この場合において、議長

は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の

期間及び延長の理由を書面により通知しなけ

ればならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第２６条 開示請求に係る保有個人情報が著し

く大量であるため、開示請求があった日から

４４日以内にその全てについて開示決定等を

することにより事務の遂行に著しい支障が生

ずるおそれがある場合には、前条の規定にか

かわらず、議長は、開示請求に係る保有個人

情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの保有個人情報につい

ては相当の期間内に開示決定等をすれば足り

る。この場合において、議長は、同条第１項

に規定する期間内に、開示請求者に対し、次

に掲げる事項を書面により通知しなければな

らない。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等

をする期限 

２ 前条の規定による開示決定等をしなければ

ならない期間に、議長及び副議長がともに欠

けている期間があるときは、当該期間の日数

は、同条の期間に参入しない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２７条 開示請求に係る保有個人情報に国、

独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行

政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、

第４５条第２項第３号及び第４６条において

「第三者」という。）に関する情報が含まれ

ているときは、議長は、開示決定等をするに

当たって、当該情報に係る第三者に対し、議

長が定めるところにより、当該第三者に関す

る情報の内容その他議長が定める事項を通知

して、意見書を提出する機会を与えることが

できる。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、第２４条第１項の決定（以下この章に

おいて「開示決定」という。）に先立ち、当

該第三者に対し、議長が定めるところにより、
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開示請求に係る当該第三者に関する情報の内

容その他議長が定める事項を書面により通知

して、意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。ただし、当該第三者の所在が判明

しない場合は、この限りでない。 

⑴ 第三者に関する情報が含まれている保有

個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第２０条第２号

イ又は同条第３号ただし書に規定する情報

に該当すると認められるとき。 

⑵ 第三者に関する情報が含まれている保有

個人情報を第２２条の規定により開示しよ

うとするとき。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出

の機会を与えられた第三者が当該第三者に関

する情報の開示に反対の意思を表示した意見

書を提出した場合において、開示決定をする

ときは、開示決定の日と開示を実施する日と

の間に少なくとも２週間を置かなければなら

ない。この場合において、議長は、開示決定

後直ちに、当該意見書（第４５条において

「反対意見書」という。）を提出した第三者

に対し、開示決定をした旨及びその理由並び

に開示を実施する日を書面により通知しなけ

ればならない。 

（開示の実施） 

第２８条 保有個人情報の開示は、当該保有個

人情報が、文書又は図画に記録されていると

きは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録

に記録されているときはその種別、情報化の

進展状況等を勘案して議長が定める方法によ

り行う。ただし、閲覧の方法による保有個人

情報の開示にあっては、議長は、当該保有個

人情報が記録されている文書又は図画の保存

に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があるときは、その写しに

より、これを行うことができる。 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録に

ついての開示の方法に関する定めを一般の閲

覧に供しなければならない。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受

ける者は、議長が定めるところにより、議長

に対し、その求める開示の実施の方法等を申

し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第２４条第１項

に規定する通知があった日から３０日以内に

しなければならない。ただし、当該期間内に

当該申出をすることができないことにつき正

当な理由があるときは、この限りでない。 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第２９条 議長は、他の法令の規定により、開

示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報

が前条第１項本文に規定する方法と同一の方

法で開示することとされている場合（開示の

期間が定められている場合にあっては、当該

期間内に限る。）には、同項本文の規定にか

かわらず、当該保有個人情報については、当

該同一の方法による開示を行わない。ただし、

当該他の法令の規定に一定の場合には開示を

しない旨の定めがあるときは、この限りでな

い。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧

であるときは、当該縦覧を前条第１項本文の

閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（手数料等） 

第３０条 開示請求に係る手数料は、無料とす

る。 

２ 第２８条の規定により保有個人情報が記録

されている公文書の写しの交付を受ける者は、

当該写しの作成及び送付に要する費用を負担

しなければならない。 

 

     第２節 訂正 

 

（訂正請求権） 

第３１条 何人も、自己を本人とする保有個人
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情報（次に掲げるものに限る。第３８条第１

項において同じ。）の内容が事実でないと思

料するときは、この条例の定めるところによ

り、議長に対し、当該保有個人情報の訂正

（追加又は削除を含む。以下この章において

同じ。）を請求することができる。ただし、

当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の

規定により特別の手続が定められているとき

は、この限りでない。 

⑴ 開示決定に基づき開示を受けた保有個人

情報 

⑵ 開示決定に係る保有個人情報であって、

第２９条第１項の他の法令の規定により開

示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定によ

る訂正の請求（以下この章及び第４８条にお

いて「訂正請求」という。）をすることがで

きる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた

日から９０日以内にしなければならない。 

（訂正請求の手続） 

第３２条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載

した書面（第３項において「訂正請求書」と

いう。）を議長に提出してしなければならな

い。 

⑴ 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居

所 

⑵ 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受

けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

⑶ 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、

議長が定めるところにより、訂正請求に係る

保有個人情報の本人であること（前条第２項

の規定による訂正請求にあっては、訂正請求

に係る保有個人情報の本人の代理人であるこ

と。）を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備がある

と認めるときは、訂正請求をした者（以下こ

の章において「訂正請求者」という。）に対

し、相当の期間を定めて、その補正を求める

ことができる。 

（保有個人情報の訂正義務） 

第３３条 議長は、訂正請求があった場合にお

いて、当該訂正請求に理由があると認めると

きは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利

用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個

人情報の訂正をしなければならない。 

（訂正請求に対する措置） 

第３４条 議長は、訂正請求に係る保有個人情

報の訂正をするときは、その旨の決定をし、

訂正請求者に対し、その旨を書面により通知

しなければならない。 

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂

正をしないときは、その旨の決定をし、訂正

請求者に対し、その旨を書面により通知しな

ければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第３５条 前条各項の決定（以下「訂正決定

等」という。）は、訂正請求があった日から

３０日以内にしなければならない。ただし、

第３２条第３項の規定により補正を求めた場

合にあっては、当該補正に要した日数は、当

該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処

理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長

することができる。この場合において、議長

は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の

期間及び延長の理由を書面により通知しなけ

ればならない。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第３６条 議長は、訂正決定等に特に長期間を

要すると認めるときは、前条の規定にかかわ

らず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足
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りる。この場合において、議長は、同条第１

項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しなければ

ならない。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 訂正決定等をする期限 

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければ

ならない期間に、議長及び副議長がともに欠

けている期間があるときは、当該期間の日数

は、同条の期間に参入しない。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第３７条 議長は、第３４条第１項の決定に基

づく保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該保

有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その

旨を書面により通知するものとする。 

 

     第３節 利用停止 

 

（利用停止請求権） 

第３８条 何人も、自己を本人とする保有個人

情報が次の各号のいずれかに該当すると思料

するときは、この条例の定めるところにより、

議長に対し、当該各号に定める措置を請求す

ることができる。ただし、当該保有個人情報

の利用の停止、消去又は提供の停止（以下こ

の章において「利用停止」という。）に関し

て他の法令の規定により特別の手続が定めら

れているときは、この限りでない。 

⑴ 第４条第２項の規定に違反して保有され

ているとき、第６条の規定に違反して取り

扱われているとき、第７条の規定に違反し

て取得されたものであるとき、又は第１２

条第１項及び第２項の規定に違反して利用

されているとき 当該保有個人情報の利用

の停止又は消去 

⑵ 第１２条第１項及び第２項の規定に違反

して提供されているとき 当該保有個人情

報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定によ

る利用停止の請求（以下この章及び第４８条

において「利用停止請求」という。）をする

ことができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受

けた日から９０日以内にしなければならない。 

（利用停止請求の手続） 

第３９条 利用停止請求は、次に掲げる事項を

記載した書面（第３項において「利用停止請

求書」という。）を議長に提出してしなけれ

ばならない。 

⑴ 利用停止請求をする者の氏名及び住所又

は居所 

⑵ 利用停止請求に係る保有個人情報の開示

を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項 

⑶ 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする

者は、議長が定めるところにより、利用停止

請求に係る保有個人情報の本人であること

（前条第２項の規定による利用停止請求に 

あっては、利用停止請求に係る保有個人情報

の本人の代理人であること。）を示す書類を

提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備が

あると認めるときは、利用停止請求をした者

（以下この章において「利用停止請求者」と

いう。）に対し、相当の期間を定めて、その

補正を求めることができる。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第４０条 議長は、利用停止請求があった場合

において、当該利用停止請求に理由があると

認めるときは、議会における個人情報の適正

な取扱いを確保するために必要な限度で、当

該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停

止をしなければならない。ただし、当該保有

個人情報の利用停止をすることにより、当該
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保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。 

（利用停止請求に対する措置） 

第４１条 議長は、利用停止請求に係る保有個

人情報の利用停止をするときは、その旨の決

定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書

面により通知しなければならない。 

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報

の利用停止をしないときは、その旨の決定を

し、利用停止請求者に対し、その旨を書面に

より通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第４２条 前条各項の決定（以下「利用停止決

定等」という。）は、利用停止請求があった

日から３０日以内にしなければならない。た

だし、第３９条第３項の規定により補正を求

めた場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処

理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長

することができる。この場合において、議長

は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長

後の期間及び延長の理由を書面により通知し

なければならない。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第４３条 議長は、利用停止決定等に特に長期

間を要すると認めるときは、前条の規定にか

かわらず、相当の期間内に利用停止決定等を

すれば足りる。この場合において、議長は、

同条第１項に規定する期間内に、利用停止請

求者に対し、次に掲げる事項を書面により通

知しなければならない。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 利用停止決定等をする期限 

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなけ

ればならない期間に、議長及び副議長がとも

に欠けている期間があるときは、当該期間の

日数は、同条の期間に参入しない。 

 

     第４節 審査請求 

 

（審理員による審理手続に関する規定の適用

除外） 

第４４条 開示決定等、訂正決定等、利用停止

決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為に係る審査請求につい

ては、行政不服審査法（平成２６年法律第 

６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問） 

第４５条 開示決定等、訂正決定等、利用停止

決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為について審査請求が 

あったときは、議長は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、亀岡市情報公開・個

人情報保護審査会条例（平成１２年亀岡市条

例第３８号）第１条に規定する亀岡市情報公

開・個人情報保護審査会に諮問しなければな

らない。 

⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合 

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る保有個人情報の全部を開示

することとする場合（当該保有個人情報の

開示について反対意見書が提出されている

場合を除く。） 

⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る保有個人情報の訂正をする

こととする場合 

⑷ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る保有個人情報の利用停止を

することとする場合 

２ 前項の規定により諮問をした場合には、議

長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 
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⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法

第１３条第４項に規定する参加人をいう。

以下この項及び次条第２号において同

じ。） 

⑵ 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請

求者（これらの者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

⑶ 当該審査請求に係る保有個人情報の開示

について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が審査請求人又は参加人である場

合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等に

おける手続等） 

第４６条 第２７条第３項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

⑴ 開示決定に対する第三者からの審査請求

を却下し、又は棄却する裁決 

⑵ 審査請求に係る開示決定等（開示請求に

係る保有個人情報の全部を開示する旨の決

定を除く。）を変更し、当該審査請求に係

る保有個人情報を開示する旨の裁決（第三

者である参加人が当該第三者に関する情報

の開示に反対の意思を表示している場合に

限る。） 

 

    第５章 雑則 

 

（適用除外） 

第４７条 保有個人情報（不開示情報を専ら記

録する公文書に記録されているものに限

る。）のうち、まだ分類その他の整理が行わ

れていないもので、同一の利用目的に係るも

のが著しく大量にあるためその中から特定の

保有個人情報を検索することが著しく困難で

あるものは、第４章（第４節を除く。）の規

定の適用については、議会に保有されていな

いものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報

の提供等） 

第４８条 議長は、開示請求、訂正請求又は利

用停止請求（以下この条において「開示請求

等」という。）をしようとする者がそれぞれ

容易かつ的確に開示請求等をすることができ

るよう、保有個人情報の特定その他開示請求

等をしようとする者の利便を考慮した適切な

措置を講ずるものとする。 

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 

第４９条 議長は、議会における個人情報、仮

名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関す

る苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければ

ならない。 

（審議会への諮問） 

第５０条 議長は、個人情報の適正な取扱いを

確保するため専門的な知見に基づく意見を聴

くことが特に必要であると認めるときは、亀

岡市情報公開・個人情報保護審議会条例（平

成１２年亀岡市条例第３９号）第１条に規定

する亀岡市情報公開・個人情報保護審議会に

諮問することができる。 

（施行の状況の公表） 

第５１条 議長は、毎年度、この条例の施行の

状況を取りまとめ、その概要を公表するもの

とする。 

（委任） 

第５２条 この条例の実施に関し必要な事項は、

議長が定める。 

 

    第６章 罰則 

 

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９

条第２項若しくは第１５条第５項の委託を受

けた業務に従事している者若しくは従事して

いた者又は議会において個人情報、仮名加工

情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事し

ている派遣労働者若しくは従事していた派遣
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労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘

密に属する事項が記録された第２条第５項第

１号に係る個人情報ファイル（その全部又は

一部を複製し、又は加工したものを含む。）

を提供したときは、２年以下の懲役又は  

１００万円以下の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関

して知り得た保有個人情報を自己若しくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は

盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金に処する。 

第５５条 職員がその職権を濫用して、専らそ

の職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に属する事項が記録された文書、図画又は

電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲

役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５６条 前３条の規定は、市の区域外におい

てこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第５７条 偽りその他不正の手段により、第 

２４条第１項の決定に基づく保有個人情報の

開示を受けた者は、５万円以下の過料に処す

る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第３３号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１６２．５」を「１２月

に支給する場合においては１００分の   

１６７．５」に改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１６２．５」

を「１００分の１６５」に、「１００分の 

１６７．５」を「１００分の１６５」に改め

る。 

 

   附 則 

 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

（期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基

づいて、令和４年１２月１日からこの条例の

施行の日の前日までの間に支払われた期末手

当は、この条例による改正後の議会の議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定

による期末手当の内払とみなす。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２３号 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和元年亀岡市規則第４５

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２７条第４号を次のように改める。 

⑷ かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例（令和４年亀岡市条例第２７号）第２条第１項

に規定するかめおか児童クラブで勤務する職 

 別表第１中 

「 

定型的又は補助的な業務を行う

職 

窓口事務員、定型事務員、給食

補助員その他これに類する職 

１・１ 

子育て支援員研修修了資格を要

する業務を行う職 

保育士(特別支援担当) １・３ 

一般的な資格又は知識経験等を

要する業務を行う職 

一般的事務員、調理師、保育

士、学校用務員、放課後児童支

援員、幼稚園教諭、司書その他

これに類する職 

１・９ 

放課後児童会を総括する業務を

行う職 

放課後児童主任支援員 １・１２ 

                                     」 

を 
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「 

定型的又は補助的な業務を行う
職 

窓口事務員、定型事務員、給食
補助員、かめおか児童クラブ支
援補助員その他これに類する職 

１・１ 

子育て支援員研修修了資格を要
する業務を行う職及び放課後児
童支援員認定資格研修修了資格
を有する業務を行う職 

保育士（特別支援担当）、かめ
おか児童クラブ支援補助員（研
修修了者） 

１・３ 

一般的な資格又は知識経験等を
要する業務を行う職 

一般的事務員、調理師、保育
士、学校用務員、幼稚園教諭、
司書その他これに類する職 

１・９ 

放課後児童支援員認定資格研修
修了資格及び知識経験等を要す
る業務を行う職 

かめおか児童クラブ支援員 １・１６ 

                                     」 

に、 

「 

保育所又は幼稚園においてクラ
ス担任業務を行う職 

保育士、幼稚園教諭 １・１９ 
１・２２ 

専門の資格及び知識経験を要す
る業務を行う職 

養護教諭、学芸員、社会教育指
導員その他これに類する職 

１・２３ 

特定の専門資格及び知識経験を
要する業務を行う職 

看護師、栄養士、清掃技能職員
その他これに類する職 

１・２９ 

高度な専門資格及び知識経験を
要する業務を行う職 

社会福祉士、介護保険訪問調査
員、保健師その他これに類する
職 

１・３５ 

                                     」 

を 

「 

保育所又は幼稚園においてクラ
ス担任業務を行う職及びかめお
か児童クラブを総括する業務を
行う職 

保育士、幼稚園教諭、かめおか
児童クラブ主任支援員 

１・１９ 

専門の資格及び知識経験を要す
る業務を行う職 

養護教諭、学芸員、社会教育指
導員その他これに類する職 

１・２３ 

特定の専門資格及び知識経験を
要する業務を行う職 

看護師、栄養士、清掃技能職員
その他これに類する職 

１・２９ 

高度な専門資格及び知識経験を
要する業務を行う職 

社会福祉士、介護保険訪問調査
員、保健師その他これに類する
職 

１・３５ 

休日急病診療所の看護業務を行
う職 

休日急病診療所看護師 １・４９ 

                                     」 
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に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２４号 

 

期末手当及び勤勉手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

第１条 期末手当及び勤勉手当支給規則（昭和

５２年亀岡市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第８条第１項中「１００分の１９０」を

「１００分の２００」に、「１００分の  

２３０」を「１００分の２４０」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の３８」を 

「１００分の４２」に、「１００分の４６」

を「１００分の５０」に改め、同項第２号中

「１００分の５７」を「１００分の６３」に、

「１００分の６９」を「１００分の７５」に

改め、同項第３号中「１００分の６６．５」

を「１００分の７３．５」に、「１００分の    

８０．５」を「１００分の８７．５」に改め、

同項第４号中「１００分の７６」を「１００

分の８４」に、「１００分の９２」を  

「１００分の１００」に改め、同項第５号中

「１００分の８５．５」を「１００分の  

９４．５」に、「１００分の１０３．５」を

「１００分の１１２．５」に改める。 

 第８条の２第１項中「１００分の９０」を

「１００分の９５」に、「１００分の   

１１０」を「１００分の１１５」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の１８」を 

「１００分の２０」に、「１００分の２２」

を「１００分の２４」に改め、同項第２号中

「１００分の２７」を「１００分の３０」に、

「１００分の３３」を「１００分の３６」に

改め、同項第３号中「１００分の３１．５」

を「１００分の３５」に、「１００分の  

３８．５」を「１００分の４２」に改め、同

項第４号中「１００分の３６」を「１００分

の４０」に、「１００分の４４」を「１００

分の４８」に改め、同項第５号中「１００分

の４０．５」を「１００分の４５」に、 

「１００分の４９．５」を「１００分の  

５４」に改める。 

第２条 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部

を次のように改正する。 

 第８条第２項第１号中「１００分の４２」

を「１００分の４０」に、「１００分の  

５０」を「１００分の４８」に改め、同項第

２号中「１００分の６３」を「１００分の 

６０」に、「１００分の７５」を「１００分

の７２」に改め、同項第３号中「１００分の

７３．５」を「１００分の７０」に、  

「１００分の８７．５」を「１００分の  

８４」に改め、同項第４号中「１００分の 

８４」を「１００分の８０」に、「１００分

の１００」を「１００分の９６」に改め、同

項第５号中「１００分の９４．５」を  

「１００分の９０」に、「１００分の   

１１２．５」を「１００分の１０８」に改め

る。 
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 第８条の２第２項第１号中「１００分の 

２０」を「１００分の１９」に、「１００分

の２４」を「１００分の２３」に改め、同項

第２号中「１００分の３０」を「１００分の

２８．５」に、「１００分の３６」を  

「１００分の３４．５」に改め、同項第３号

中「１００分の３５」を「１００分の   

３３．２５」に、「１００分の４２」を 

「１００分の４０．２５」に改め、同項第４

号中「１００分の４０」を「１００分の  

３８」に、「１００分の４８」を「１００分

の４６」に改め、同項第５号中「１００分の

４５」を「１００分の４２．７５」に、 

「 １ ０ ０ 分 の ５ ４ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の    

５１．７５」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行し、令和４年

１２月１日から適用する。ただし、第２条の規

定は、令和５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２５号 

 

亀岡市国民健康保険条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）の一部を次のように改

正する。 

 

 附則第３項中「令和４年１２月３１日」を

「令和５年３月３１日」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 かめまるランド条例施行規則をここに公布す

る。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２６号 

 

かめまるランド条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、かめまるランド条例（令

和４年亀岡市条例第２９号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（使用許可） 

第２条 市長は、市内に住所を有する者であっ

て個人番号カード、運転免許証、健康保険証

その他の本人確認のできる書類を提示した者、

市内に住所を有しない者であって条例第７条

第２項の規定により使用料を前納した者又は

条例第８条の規定により使用料を免除された
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者に対し、屋内スペース（条例第６条第１項

に規定する屋内スペースをいう。以下同

じ。）の使用を許可する。 

 （予約） 

第３条 屋内スペースを使用しようとする者は、

使用日の１月前から当該使用日までの間に、

インターネットを通じて屋内スペースの使用

の予約を行うことができる。 

 （使用者数の制限） 

第４条 市長は、使用者数がかめまるランドの

収容能力を超えるおそれがあるとき及びその

他管理上必要があると認めるときは、使用者

の数を制限することができる。 

 （使用料の還付） 

第５条 条例第１１条ただし書の規定により使

用料を還付する場合及びその額は、次のとお

りとする。 

⑴ 災害その他不可抗力により使用できない

場合 全額 

⑵ 公用又は管理上の都合等により使用でき

ない場合 全額 

⑶ その他市長が特に必要があると認めた場

合 市長が別に定める額 

２ 前項の規定により使用料の還付を受けよう

とする者は、かめまるランド使用料還付申請

書（別記様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （遵守事項） 

第６条 使用者は、条例に定めるもののほか、

次の各号に掲げる事項を守らなければならな

い。 

⑴ 所定の場所以外で飲食し、又は火気（喫

煙を含む。）を使用しないこと。 

⑵ 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしな

いこと。 

⑶ 許可なく物品等の展示又は販売をしない

こと。 

⑷ 施設内を不潔にしないこと。 

⑸ 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける

行為をしないこと。 

⑹ その他市長の指示に従うこと。 

（汚損等の届出） 

第７条 使用者は、かめまるランドの施設又は

設備等を汚損し、又は滅失したときは、直ち

に市長に届け出て、その指示に従わなければ

ならない。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 （準備行為） 

２ この規則の施行のために必要な行為は、こ

の規則の施行の日前においても行うことがで

きる。 

 

【別記様式 省略】 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第２０１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第１１２条におい

て準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和４年１２月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和４年度 

後期高齢者医療保険料督促状４期分 

２ 送達を受けるべき者 

  住 所  省略 

  氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０２号 

 

 亀岡市指定金融機関、亀岡市指定代理金融機

関及び亀岡市収納代理金融機関の指定（平成 

１４年亀岡市告示第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

   令和４年１２月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 表中 

「 

収納代理金融機関 

株式会社りそな銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社関西みらい銀行 

近畿労働金庫 

京滋信用組合 

株式会社ゆうちょ銀行 

                    」

を 

「 

収納代理金融機関 

株式会社みずほ銀行 

近畿労働金庫 

京滋信用組合 

株式会社ゆうちょ銀行 

                    」

に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、令和５年４月１日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０３号 

 

 亀岡市ＬＧＢＴＱ＋啓発事業シンボルマーク

の使用に関する要綱を次のように定める。 

 

   令和４年１２月１日 
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          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市ＬＧＢＴＱ＋啓発事業シン

ボルマークの使用に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、全ての人がＬＧＢＴＱ＋

の理解を深め、ＬＧＢＴＱ＋の人たちが安心

して暮らせるまちづくりを目指すことを目的

として、市が「亀岡市ＬＧＢＴＱ＋啓発事業

シンボルマーク」（以下「シンボルマーク」

という。）の使用に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 （シンボルマーク） 

第２条 この要綱においてシンボルマークは、

別記第１号様式のとおりとする。 

 （シンボルマークに関する権利） 

第３条 シンボルマークに関する一切の権利は、

市に帰属する。 

 （使用の申請） 

第４条 シンボルマークを使用しようとする者

は、亀岡市ＬＧＢＴＱ＋啓発事業シンボル 

マーク使用承認申請書（別記第２号様式）に

関係書類を添えて、市長に提出し、その承認

を受けなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

⑴ 市又は市が構成員となっている団体が、

第１条に規定する目的で使用するとき。 

⑵ 報道機関が専ら報道の用に供する目的で

使用するとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特に

適当と認めるとき。 

 （使用の承認） 

第５条 市長は、前条の規定による使用承認申

請があったときは、その内容を審査の上、使

用承認の可否を決定し、亀岡市ＬＧＢＴＱ＋

啓発事業シンボルマーク使用承認（不承認）

通知書（別記第３号様式）により申請者に通

知するものとする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、使用承認をしないも

のとする。 

⑴ 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそ

れがあると認められるとき。 

⑵ 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の

活動に利用し、又はそのおそれがあると認

められるとき。 

⑶ 不当な利益を得るために使用すると認め

られるとき。 

⑷ 自己の商標、意匠等として独占的に使用

し、又はそのおそれがあると認められると

き。 

⑸ 市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあ

ると認められるとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長がシン

ボルマークの使用として適当でないと認め

るとき。 

２ 市長は、使用承認をする際、シンボルマー

クの使用方法その他必要な事項について、条

件を付すことができる。 

 （使用承認の期間） 

第６条 前条第１項の規定による使用承認の期

間は、承認の日から起算して１年間とする。

ただし、市長が特に必要と認めるときは、こ

の限りでない。 

 （使用料） 

第７条 シンボルマークの使用料は、無料とす

る。 

 （使用上の遵守事項） 

第８条 シンボルマークの使用承認を受けた者

は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

⑴ 使用承認を受けた目的及び用途のみに使

用し、市長が指示する条件に従うこと。 

⑵ 色、形状等を正しく使用すること。 

⑶ シンボルマークのイメージを損なう使用
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をしないこと。 

⑷ 使用承認により生じた権利を、第三者に

譲渡し、又は転貸しないこと。 

⑸ 商標登録、意匠登録等の出願及び著作物

に関する自己の権利の新たな設定又は登録

を行わないこと。 

⑹ シンボルマークを使用した物品等につい

て、見本等を市長に提出すること。 

 （承認内容の変更等） 

第９条 シンボルマークの使用承認を受けた者

が、承認された内容について変更しようとす

るときは、あらかじめ亀岡市ＬＧＢＴＱ＋啓

発事業シンボルマーク使用内容変更承認申請

書（別記第４号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請があっ

たときは、その内容を審査の上、承認の可否

を決定し、亀岡市ＬＧＢＴＱ＋啓発事業シン

ボルマーク使用内容変更承認（不承認）通知

書（別記第５号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

 （使用状況の確認等） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、

シンボルマークの使用状況等を調査し、又は

シンボルマークの使用承認を受けた者に対し

て、その状況を報告させることができる。 

 （使用承認の取消し等） 

第１１条 市長は、シンボルマークの使用承認

を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、シンボルマークの使用承認を取り消

し、シンボルマークを使用した物品の回収等

を求めるなど、厳正な措置を講ずるものとす

る。 

⑴ 法令又はこの要綱の定めるところに違反

したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段によりシンボル 

マークの使用承認を受けたとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長がシン

ボルマークの使用として適当でないと認め

るとき。 

 （損害賠償等） 

第１２条 シンボルマークの使用等に起因して

生じた事故及び損害について、市は一切の責

任を負わない。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

【別記様式 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０４号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第

１９２号）第７８条において準用する地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により告示する。 

 

   令和４年１２月５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

  督促状 令和４年度 国民健康保険料 

  第５期 
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２ 送達を受けるべき者 

 住  所 氏  名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

7 省略 省略 

8 省略 省略 

9 省略 省略 

10 省略 省略 

11 省略 省略 

12 省略 省略 

13 省略 省略 

14 省略 省略 

15 省略 省略 

16 省略 省略 

17 省略 省略 

18 省略 省略 

19 省略 省略 

20 省略 省略 

21 省略 省略 

22 省略 省略 

23 省略 省略 

24 省略 省略 

25 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第２０５号 

 

 亀岡市電線共同溝管理規程を次のように定め

る。 

 

   令和４年１２月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市電線共同溝管理規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、亀岡市（以下「道路管理

者」という。）が管理する電線共同溝に関し、

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平

成７年法律第３９号）第１８条の規定に基づ

き、その構造の保全及び管理費用の負担に関

する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の

管理に関する事項、その他電線共同溝の管理

に関する必要な事項を定め、もって電線共同

溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 電線共同溝 電線の設置及び管理を行う

２以上の者の電線を収容するため道路管理

者が道路の地下に設ける施設であって、管

路部及び特殊部からなるものをいう。 

⑵ 管路部 電線を管路材に収容する部分を

いう。 

⑶ 特殊部 分岐部、接続部及び地上機器部

（地上機器及び地上機器基礎部を除く。）

の総称をいう。 

⑷ 附帯設備 電線共同溝に附帯して設置す

る施設をいう。 

⑸ 道路設備 道路管理者が道路の施設とし
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て電線共同溝に敷設する電線、通信線及び

特殊部に設ける取付け金具等をいう。 

⑹ 占用物件 道路管理者の許可を受け電線

共同溝に敷設した電線、通信線及び地上機

器等をいう。 

⑺ 占用者 占用物件の敷設に関する道路管

理者の許可を受けた者をいう。 

⑻ 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。 

⑼ 占用工事 道路管理者の承認を得て、占

用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、

災害復旧その他管理に関する工事をいう。 

 （管理区分） 

第３条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者

が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する

ものとする。 

 （台帳の作成及び保管） 

第４条 道路管理者は、円滑な管理運営を図る

ため電線共同溝管理台帳（以下「台帳」とい

う。）を作成し、保管するものとする。 

２ 台帳に記入すべき事項は、次のとおりとす

る。 

⑴ 電線共同溝の規模及び構造 

⑵ 収容物件の敷設状況 

⑶ 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及

び完了年月日 

⑷ 収容物件の管理者名、連絡先 

⑸ その他必要な事項 

３ 道路管理者は、占用者に台帳を閲覧させる

ことができる。 

４ 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に

変更が生じたときは、速やかに道路管理者に

届け出なければならない。 

 （収容物件の明示） 

第５条 道路管理者及び占用者は、収容物件の

管理者名、敷設年、電圧（電気事業法（昭和

３９年法律第１７０号）に基づき設ける電線

に限る。）等を明示するものとする。 

（構造及び収容物件に変更がある場合の措置） 

第６条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維

持、修繕、災害復旧等を行おうとするとき、

又は新たに占用者が加入する等収容物件に変

更が生じるときは、あらかじめ関係する占用

者に通知し、協議するものとする。 

 （工事の承認） 

第７条 占用者は、占用工事を施工しようとす

るときは、あらかじめ電線共同溝占用工事承

認申請書（別記第１号様式）を道路管理者に

提出し、その承認を受けなければならない。 

 （工事の施工） 

第８条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝

の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼ

さないために必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 占用者は、占用工事が他の収容物件に支障

を及ぼすおそれがあるときは、道路管理者及

び他の占用者の意見を聴取し、必要があれば

立会いを求めるものとする。 

３ 道路管理者が電線共同溝に関わる工事を施

工する際に、他の収容物件に影響を及ぼすお

それがあるときは、事前に関係する占用者と

連絡又は協議を行うものとする。 

４ 占用者は、占用工事に伴い、附帯設備の設

置等が必要になった場合は、道路管理者と協

議するものとする。 

５ 占用者は、占用工事が完了したときは、道

路管理者に電線共同溝占用工事完了届（別記

第２号様式）を提出し、工事内容等の確認を

受けなければならない。 

 （電線共同溝への入溝） 

第９条 占用者は、占用工事、巡視及び点検等

（以下「工事等」という。）により電線共同

溝に入溝しようとするときは、道路管理者に

電線共同溝入溝承認申請書（別記第３号様

式）を提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、占用者は、事故
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その他やむを得ない事由により緊急を要する

場合は、道路管理者に連絡し、その指示に 

従って電線共同溝に入溝できるものとする。

この場合において、当該占用者は入溝後速や

かに電線共同溝緊急入溝報告書（別記第４号

様式）を提出し、作業内容等について道路管

理者の確認を受けなければならない。 

 （点検及び連絡の義務） 

第１０条 道路管理者及び占用者は、必要に応

じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設

を常時良好な状態に保持するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の

際、電線共同溝又は他の収容物件等に異常を

発見したときは、直ちに関係者に連絡すると

ともに、自己の収容物件の保持に必要な措置

を講じるものとする。 

３ 占用者は、前項の措置を行ったときは、措

置完了後直ちに道路管理者に電線共同溝事故

報告書（別記第５号様式）を提出しなければ

ならない。 

４ 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見さ

れたときは、占用者と協議の上、その機能を

回復させるための措置を講じなければならな

い。 

５ 道路管理者は、占用者以外の者が道路法

（昭和２７年法律第１８０号）第２４条又は

第３２条の規定により、電線共同溝に近接し

て工事を行う場合には、必要に応じ事故防止

のための協議若しくは立会い又は占用者への

通知を行うものとする。 

 （関係法令の遵守） 

第１１条 道路管理者及び占用者は、本規程に

よるほか関係法令等を遵守しなければならな

い。 

 （費用の負担） 

第１２条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災

害復旧その他管理に要する費用（以下「管理

費」という。）は、当該工事等に直接必要な

本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補

償費、機械器具費、営繕費並びに事務費の合

計額に、当該電線共同溝の建設に要した額の

負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び占

用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、

道路管理者は、これによることができない場

合又は著しく公平を欠くと認められる場合は、

占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定

めることができる。 

２ 管理費のうち、機械器具費、営繕費及び事

務費の算出方法は、道路整備特別会計におけ

る附帯工事の事務取扱要綱（昭和５４年３月

１日建設省道総発第５３号地方建設局長あて

建設事務次官通知）によるものとする。 

３ 前２項の規定による負担金の額に千円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

４ 占用物件の設置又は占用工事等により、電

線共同溝及び収容物件に損害を与えた場合の

復旧費は、前各号の規定にかかわらず、その

原因者の負担とする。 

５ 特定の占用者の必要により生じた当該電線

共同溝の改築に要する費用は、当該占用者の

負担とする。 

６ 管理費のうち占用者が負担することとなる

負担額については、全て道路管理者が徴収す

るものとする。 

７ 占用者は、管理費算定調書に基づき、道路

管理者が発行する納入通知書により、納入す

るものとする。 

８ 道路管理者が徴収する管理費は、毎会計年

度末に精算するものとする。ただし、電線共

同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその

他の工事で、当該工事の完了の際精算できる

ものについては、その都度精算することがで

きる。 

 （損害又は紛争の処理） 
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第１３条 収容物件の設置、管理の瑕疵又は工

事等に起因して第三者（道路管理者及び他の

占用者を含む。以下同じ。）に損害を与え、

又は第三者と紛争が生じた場合においては、

当該原因者の責任において解決しなければな

らない。 

 （保安細則） 

第１４条 道路管理者は、保安及び防災上特に

必要な事項について、電線共同溝に関する保

安細則を定めることができる。 

 （その他） 

第１５条 この規程に定めのない事項又は疑義

が生じた場合には、道路管理者と占用者が協

議し、取り決めるものとする。 

 

   附 則 

 

 この規程は、告示の日から実施する。 

 

【別記様式 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０６号 

 

 亀岡市電線共同溝保安細則を次のように定め

る。 

 

   令和４年１２月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市電線共同溝保安細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、亀岡市電線共同溝管理規

程（令和４年亀岡市告示第２０５号。以下

「管理規程」という。）第１４条の規定に基

づき、電線共同溝の保安、防災及び維持管理

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （入溝時の措置） 

第２条 電線共同溝に入溝したときは、電線共

同溝入溝日誌（別記第１号様式）に必要な事

項を記載し、その都度道路管理者に提出し、

確認を受けなければならない。 

２ 入溝に必要な鍵は、道路管理者及び占用者

がそれぞれ保管するものとする。この場合に

おいて、占用者は鍵の責任者を定め、道路管

理者に届け出るものとし、保管責任者は承認

された目的以外に使用してはならない。 

 （工事等施工時の措置） 

第３条 占用者及び請負者等は、管理規程に定

める占用工事、巡視及び点検等（以下「工事

等」という。）を行う場合は、管理規程及び

関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

⑴ 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任

者を定めるとともに、入溝責任者は常に道

路占用許可（回答）書又は電線共同溝入溝

承認書を携行すること。 

⑵ 入溝者は必ず保安帽及び作業服を着用す

るとともに、入溝責任者は別記第２号様式

の腕章を着用すること。 

⑶ 入溝責任者は、作業に際し電線共同溝内

（以下「構内」という。）の有毒なガス等

の有無を確認すること。 

⑷ 構内での火気の使用は、道路管理者が承

認した場合以外は行わないこと。なお、火

気を使用する場合は、消火器を携帯するこ

と。 

⑸ 電線共同溝の入溝作業区域内は、禁煙と

すること。 

⑹ 電線共同溝の構造及び他の収容物件の保

持に支障を及ぼさないために、必要な措置
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を講じること。 

⑺ 電線共同溝の蓋を開ける等、歩行者及び

車両等の道路交通に支障を及ぼす場合は、

当該箇所に柵及び工事標識を設けるととも

に、原則として保安要員を配置し、夜間は

赤色灯をつけるなど、危険防止に必要な措

置を講じること。 

⑻ 電線共同溝に係る作業は、道路の交通に

著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。 

⑼ 工事等の施工に伴う事故発生を未然に防

止するよう万全の措置を講じること。 

⑽ 工事等の完了後は、工事材料等を速やか

に搬出し、入溝作業区域内の清掃を行うこ

と。 

 （緊急時における連絡） 

第４条 電線共同溝において事故の発生又はそ

のおそれのある場合には、発見者は直ちに緊

急連絡系統図（別図）に基づき連絡しなけれ

ばならない。 

 （構内の清掃） 

第５条 道路管理者及び占用者は、構内を常に

清潔な状態に保持するため、必要に応じ清掃

を行うものとする。 

 （工事等の調整） 

第６条 占用者は、工事等により電線共同溝に

入溝しようとするときは、緊急の場合を除き、

事前に道路管理者と作業の時期等について調

整しなければならない。 

 （近接工事の立会い） 

第７条 道路管理者は、電線共同溝に近接した

占用工事等の申請があった場合は、現地での

立会い等必要な措置を講じなければならない。 

 （その他） 

第８条 この細則に定めのない事項若しくは疑

義が生じた場合には、道路管理者と占用者が

協議し、取り決めるものとする。 

 

   附 則 

 

 この細則は、告示の日から実施する。 

 

【別記様式、別図 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第１項の規定により都市計画を変更した

ので、同条第２項の規定において準用する同法

第２０条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計画の

図書を公衆の縦覧に供する。 

 

   令和４年１２月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

南丹都市計画生産緑地地区 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市安町大池の一部 

亀岡市下矢田町１丁目の一部 

亀岡市下矢田町２丁目の一部 

亀岡市篠町篠上西裏の一部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２０８号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市市民生活部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 令和４年度 固定資産税・都市計画税 第４期 

２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏名又は名称 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

7 省略 省略 

8 省略 省略 

9 省略 省略 

10 省略 省略 

11 省略 省略 

12 省略 省略 

13 省略 省略 

14 省略 省略 

15 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２０９号 

 

 亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年亀岡市条例第４号）第３

条第３項の規定により次のとおり告示する。 

 

   令和４年１２月２２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

管理を行わせる 
公の施設の名称 

指定管理者となる団体の名称 指定の期間 

東別院グラウンド 東別院町自治会 
令和５年４月１日から 
令和９年３月３１日まで 

亀岡市都市公園（亀岡駅北１号公
園ほか３公園） 

合同会社 ビバ＆サンガ 
令和５年４月１日から 
令和９年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１０号 

 

 亀岡市税等口座振替収納事務取扱要綱（昭和４７年亀岡市告示第１８号）の一部を次のように改

正する。 

 

   令和４年１２月２３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第１項中「放課後児童会」を「かめおか児童クラブ」に改める。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中 

「 

                         」 

を 

「 

                         」 

に改める。 

 

 

放 課 後 児 童 会 

負 担 金 

 
放課後児童会 

か め お か 児 童 

ク ラ ブ 負 担 金 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から実施す

る。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現にあるこの要綱によ

る改正前の様式（次項において「旧様式」と

いう。）により使用されている書類は、この

要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の実施の際現にある旧様式による

用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 （準備行為） 

４ この要綱の実施のために必要な行為は、こ

の要綱の実施の日前においても行うことがで

きる。 

 

「掲示済」 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第１３２号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画について、農業振

興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年

政令第２５４号）第１０条の規定に該当する軽

微な変更をしたので、農業振興地域の整備に関

する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条

第４項で準用する同法第１２条の規定により公

告し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供

する。 

 

   令和４年１２月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

令和４年１２月２日以後、常時備え置く

こととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１３３号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和４年１２月５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

1 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  水配替第10号 

⑵ 工 事 名  亀岡中部農地整備事業（曽我部工区）に伴う配水管移設工事（その7） 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市曽我部町地内 

⑷ 工 事 種 別  水道施設工事 

⑸ 工 事 概 要  配水管移設 

          10-1工区    DSGXφ150     Ｌ＝5.8ｍ 

          10-2工区    DSGXφ100     Ｌ＝13.7ｍ 

          仮設管              一式 

⑹ 予定価格（税込）  4,433,000円 

          【入札書比較価格（税抜）4,030,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和5年3月10日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  無 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契約 保証 金  免除 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和4年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ｃ等級」に認

定された者であり、希望順位3位以上の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札

参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶ 特記仕様書（特記仕様書 3.配水管技能者の資格）及び建設業法に基づく技術者の配置が可

能であること。 

⑷ 手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ｃ等級
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対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事

（Ｃ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑸ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が3,500万円（建築一式

工事の場合は7,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者が条件を満たしていることがわかる資格・免許等に関するものを添付する

こと。 
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４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和4年12月5日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和4年12月5日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和4年12月9日（金） 

午前9時から午後5時まで 

令和4年12月12日（月） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和4年12月13日（火） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和4年12月8日（木） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和4年12月14日（水） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和4年12月15日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和4年12月19日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和4年12月20日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和4年12月21日（水） 

午前11時 

電子入札システムによる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 
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６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 （電話0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１３４号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和４年１２月１２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

1 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  公第7号 

⑵ 工 事 名  亀岡運動公園給水管等改修工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市曽我部町穴太地内 

⑷ 工 事 種 別  水道施設工事 

⑸ 工 事 概 要  給水管等改修    HPPEφ75   Ｌ＝411.4ｍ 

                    HPPEφ50   Ｌ＝16.8ｍ 
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                    HIVPφ50   Ｌ＝7.9ｍ 

                    HIVPφ40   Ｌ＝6.3ｍ 

          仮設管              1式 

          受水槽改修            1式 

          附帯工              1式 

⑹ 予定価格（税込）  41,569,000円 

          【入札書比較価格（税抜）37,790,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和5年3月15日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（原則請負金額の40％以内。保証事業会社の保証が必要。） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和4年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ａ等級」に認

定された者であり、希望順位3位以上の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札

参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶ 特記仕様書（特記仕様書 3.配水管技能者の資格）及び建設業法に基づく技術者の配置が可

能であること。 

⑷ 手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ａ等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事

（Ａ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑸ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工
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事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約した工事や契約変更の増

減額は対象外とする。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式 1） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式 2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が3,500万円（建築一式

工事の場合は7,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者が条件を満たしていることがわかる資格・免許等に関するものを添付する

こと。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和4年12月12日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和4年12月12日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

令和4年12月19日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和4年12月20日（火） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 
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入札参加確認通知の送付 令和4年12月22日（木） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 

 

 

申請書等に関する質問 

令和4年12月16日（金） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和4年12月23日（金） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和4年12月27日（火） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和5年1月10日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年1月11日（水） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

 

開札日時 令和5年1月12日（木） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

     入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受
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付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１３５号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用

集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告し、その関係書類を次により縦覧に供する。 

 

   令和４年１２月１２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 令和４年１２月１２日以後、常時備え置くこととする。 

 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１３６号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和４年１２月１５日 
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                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  4土道改第11号 

⑵ 工 事 名  亀岡市サイクルルート整備工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市内一円 

⑷ 工 事 種 別  舗装工事 

⑸ 工 事 概 要  工事延長  Ｌ＝12.3km 

           舗装工                Ａ＝6,160㎡ 

                      殻運搬     Ｖ＝495㎥ 

                      殻処分     Ｖ＝495㎥ 

           区画線工       溶融式区画線  1式 

           道路附属施設撤去工  道路鋲     348個 

           仮設工        交通誘導員   1式 

⑹ 予定価格（税込）  51,378,800円 

          【入札書比較価格（税抜）46,708,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和5年3月15日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間 前金 払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払金

の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により工

期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代

金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場

合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内 保証事業会社

の保証が必要） 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札 保証 金  免除 

⒀ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 
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２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和4年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「舗装工事」に登録された者のうち、

希望順位2位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加は単体とし、

共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した舗装工事の競争入札に

より落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、災害復

旧工事、随意契約、ＪＶ案件、単価契約案件によるものや亀岡市長以外と契約予定で落札した

ものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の舗装工事の競争入札

で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式 1） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式 2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が3,500万円（建築一式

工事の場合は7,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者が条件を満たしていることがわかる資格・免許等に関するものを添付する

こと。 
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４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和4年12月15日（木） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和4年12月15日（木） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和4年12月23日（金） 

午前9時から午後5時まで 

令和4年12月26日（月） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和4年12月27日（火） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和4年12月22日（木） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年1月10日（火） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年1月12日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和5年1月16日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年1月17日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和5年1月18日（水） 

午前10時 

電子入札システムによる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 
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６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ 元請工事における下請総額が4,000万円以上となる場合は、「舗装工事」にかかる特定建設

業の許可が必要となる。 

⑸ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１３７号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和４年１２月２３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

1 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  公第7号 

⑵ 工 事 名  亀岡運動公園給水管等改修工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市曽我部町穴太地内 

⑷ 工 事 種 別  管工事 
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⑸ 工 事 概 要  給水管等改修    HPPEφ75   Ｌ＝411.4ｍ 

                    HPPEφ50   Ｌ＝16.8ｍ 

                    HIVPφ50   Ｌ＝7.9ｍ 

                    HIVPφ40   Ｌ＝6.3ｍ 

          仮設管              1式 

          受水槽改修            1式 

          附帯工              1式 

⑹ 予定価格（税込）  41,569,000円 

          【入札書比較価格（税抜）37,790,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から令和5年3月15日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（原則請負金額の40％以内。保証事業会社の保証が必要。） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和4年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「管工事」に登録された者のうち、

亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 亀岡市指定給水装置工事事業者であること。 

⑶ 特記仕様書（特記仕様書 3.配水管技能者の資格）及び建設業法に基づく技術者の配置が可

能であること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式 1） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式 2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな
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い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が3,500万円（建築一式

工事の場合は7,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者が条件を満たしていることがわかる資格・免許等に関するものを添付する

こと。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和4年12月23日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和4年12月23日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

令和5年1月10日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年1月11日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年1月12日（木） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 

 

 

申請書等に関する質問 

令和5年1月6日（金） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年1月13日（金） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年1月16日（月） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 
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入札期間 令和5年1月18日（水） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年1月19日（木） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

 

開札日時 令和5年1月20日（金） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

     入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１３８号 

 

 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成２８年亀岡市条例第４２号）第

８条第１項第５号及び第９条第１項第６号の規定に基づく指定区域を変更するため、同条例第８条

第２項において準用する同条例第６条第２項の規定により、次のとおり変更案を縦覧に供する。 

 なお、変更案について、当該指定区域の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市長に

意見書を提出することができる。 

 

   令和４年１２月２３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 変更する区域の名称及び土地の区域 

  西山団地地区（亀岡市篠町王子 地内） 

 

２ 縦覧場所 

  亀岡市安町野々神８番地 

  亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

３ 縦覧期間 

  令和４年１２月２３日から令和５年１月１３日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１３９号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和４年１２月２６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  水配替第11号 

⑵ 工 事 名  野条大橋水管橋新設等工事 
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⑶ 工 事 場 所  亀岡市篠町地内 

⑷ 工 事 種 別  水道施設工事 

⑸ 工 事 概 要  配水管布設 

           水管橋添架部（1工区）   WEETAφ150  Ｌ＝20.4ｍ 

           埋設部（1工区）      DSGXφ150   Ｌ＝35.4ｍ 

                        DSGXφ100   Ｌ＝0.8ｍ 

                        DSGXφ75   Ｌ＝1.8ｍ 

           埋設部（2工区）      HPPEφ100   Ｌ＝21.5ｍ 

          給水管                  Ｎ＝1戸 

⑹ 予定価格（税込）  15,972,000円 

          【入札書比較価格（税抜）14,520,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から120日間 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（原則請負金額の40％以内。保証事業会社の保証が必要。） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和4年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ｂ等級」に認

定された者であり、希望順位3位以上の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札

参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶ 特記仕様書（特記仕様書 3.配水管技能者の資格）及び建設業法に基づく技術者の配置が可

能であること。 

⑷ 手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ｂ等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事
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（Ｂ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑸ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式 1） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式 2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が3,500万円（建築一式

工事の場合は7,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者が条件を満たしていることがわかる資格・免許等に関するものを添付する

こと。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和4年12月26日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 
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設計図書等の閲覧期間 令和4年12月26日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和5年1月10日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年1月11日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年1月12日（木） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和5年1月6日（金） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年1月13日（金） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年1月17日（火） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和5年1月19日（木） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年1月20日（金） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和5年1月23日（月） 

午前10時 

電子入札システムによる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が
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入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１４０号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   令和４年１２月２８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 試験区分、採用予定人数及び受験資格 

試験区分 採用予定人数 受験資格 

かめおか方式 

事務 

（上級） 

［２０－３５］ 

若干名 

昭和６２年４月２日から平成１５年４月１日までに生

まれた人。ただし、学校教育法による高等学校を令和

５年３月３１日までに卒業する見込みの人は受験でき

ない。 

ま
ち
づ
く
り
技
師 

かめおか方式 

総合土木 

（土木・農業土木 

・造園） 

（上級） 

［２０－３５］ 

若干名 

昭和６２年４月２日から平成１５年４月１日までに生

まれた人で、学校教育法による高等学校以上の学校

（同程度と認めるものを含む。）において土木工学、

造園・緑地、環境工学のいずれかに関する課程を修得

し卒業した人又は令和５年３月３１日までに卒業する

見込み（高等学校を除く。）の人 
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かめおか方式 

学芸員 

［２２－３５］ 

若干名 

昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までに生

まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除

く。）を日本史学専攻で卒業（令和５年３月３１日ま

でに卒業見込みを含む。）し、学芸員資格を有してお

り（令和５年３月３１日までに取得見込みを含

む。）、博物館における歴史・民俗分野の調査等につ

いて、知識・経験を有する人 

かめおか方式 

保育士・幼稚園教諭 

［－３５］ 

若干名 

昭和６２年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格

及び幼稚園教諭資格を有する人（令和５年３月３１日

までに取得見込みを含む。） 

※いずれか１つの試験区分のみ受験が可能である。 

※いずれの試験区分も障がい者の受験が可能である。 

※募集人数については、現時点における予定に基づくもので、今後の事業計画によって変わるこ

とがある。 

※受験資格がないことが明らかになったときは合格を取り消す場合がある。 

※地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の規定による次の欠格条項に該当する人

は受験することができない。 

⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

⑵ 亀岡市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

⑶ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条まで

に規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 試験方法・期日・場所 

 それぞれの試験区分ごとの試験方法・期日・場所については、次のとおりである。また、１次

試験の集合時間等については、受験票を交付する際に知らせる。 

 ⑴ 事務（上級）、総合土木（上級）、学芸員 

区 分 試験方法 期 日 場 所 

１次試験 集団面接 

令和５年１月２８日（土） 
～ 

令和５年１月２９日（日） 
上記期日のうち指定する１日 

京都先端科学大学 
京都亀岡キャンパス 

悠心館 

２次試験 

個別面接 

令和５年２月１０日（金） 
～ 

令和５年２月１５日（水） 
上記期日のうち指定する１日 

亀岡市内の施設 

① 教養試験 
② 作文試験 
③ ＳＰＩ３試験 
 
①～③で１つ選択 

令和５年２月１２日（日） 
京都先端科学大学 

京都亀岡キャンパス 
バイオ環境館 



 
亀 岡 市 公 報 

 95

第９３６号令和５年１月１６日発行 

３次試験 個別面接 令和５年３月１日（水） 亀岡市内の施設 

 

 ⑵ 保育士・幼稚園教諭 

区 分 試験方法 期 日 場 所 

１次試験 集団面接 

令和５年１月２８日（土） 
～ 

令和５年１月２９日（日） 
上記期日のうち指定する１日 

京都先端科学大学 
京都亀岡キャンパス 

悠心館 

２次試験 

実技試験 令和５年２月１０日（金） 亀岡市立東部保育所 

専門試験 令和５年２月１２日（日） 
京都先端科学大学 

京都亀岡キャンパス 
バイオ環境館 

３次試験 個別面接 令和５年３月１日（水） 亀岡市内の施設 

 

３ 試験内容 

教養試験 

筆記試験（多肢択一式）を行う。 
出題数は４０題で、試験時間は２時間とする。 
出題分野は、時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、
判断・数的推理及び資料解釈に関する能力を問う問題とする。 

作文試験 
作文課題に対する理解力、文章の表現力や構成力などについて評価を行う。 
課題字数は１２００字、試験時間は１時間３０分とする。 

ＳＰＩ３試験 
言語及び非言語に関する能力検査を行う。 
出題数は７０題で、試験時間は１時間１０分とする。 

専門試験 

筆記試験（多肢択一式）を行う。 
出題数は３０題で、試験時間は１時間３０分とする。 
社会福祉・子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、保育原
理・保育内容及び子どもの保健を問う問題とする。 

 

４ 合格発表等 

⑴ 日程 

合格発表 

１次試験 令和５年２月上旬 

２次試験 令和５年２月下旬 

３次試験 令和５年３月上旬 

 

⑵ 通知方法及び職員採用候補者名簿の登載 

ア １次、２次及び３次試験の合格発表については、市のホームページで受験番号を掲示する

ほか、合格者にのみ通知を行う。また、３次試験の合格発表については、合格者の受験番号
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を掲載した公告文を掲示する。 

イ 最終合格者は、試験区分ごとの職員採用候補者名簿に登載し、令和５年４月１日以降必要

に応じて採用する。ただし、最終合格者と調整し、令和５年３月３１日以前に採用する場合

がある。職員採用候補者名簿の有効期間は、令和６年４月１日までとする。 

 

５ 初任給 

（参考：令和４年４月１日現在。ただし、地域手当を含む。） 

大学卒 短大卒 高校卒 

１９６，３１２円 １７７，１２６円 １６３，８７６円 

⑴ 職歴や学歴等により給料月額が増減する場合がある。また、扶養手当、通勤手当、期末・勤

勉手当（いわゆるボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。 

⑵ 初任給については、採用前の給与改定等により変更になる場合がある。 

⑶ 福利厚生制度については、共済組合の制度として、保険給付や資金貸付等が受けられる。 

⑷ 受動喫煙防止対策として、原則敷地内は禁煙である。（一部特定屋外喫煙所がある。） 

 

６ 受験申込みの手続 

申込方法 
亀岡市職員採用試験のインターネットの専用ページから申し込むこととする。 
※インターネットによる申込みができない場合は、令和５年１月１６日（月）
午後５時までに人事課まで問い合わせることとする。 

申込受付期間 
令和４年１２月２８日（水）～令和５年１月２２日（日） 
※受付後は、申込みをした試験区分の変更はできない。 

 

７ その他 

 新型コロナウイルス感染症の影響や自然災害などの発生により、試験が中止又は延期になる場

合や、試験会場、試験内容、開始時間などが変更になる場合がある。 

 なお、中止、延期又は変更が生じた場合は、市ホームページなどで行う。 

 

８ 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市市長公室人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電 話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２９５４） 

 電 話（０７７１）５５－９４５１（人事課直通） 

 ＦＡＸ（０７７１）２４－５５０１ 

ＵＲＬ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/ 

 

「掲示済」 
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議会事務局欄 
 

規 則 
 

 亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

       亀岡市議会議長 福井英昭 

 

 亀岡市議会規則第１号 

 

亀岡市議会会議規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市議会会議規則（昭和５３年亀岡市議会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「（第９０条―第９４条）」を「（第

９０条―第９４条の２）」に、「（第１６６

条）」を「（第１６６条・第１６６条の２）」

に改める。 

 第９４条の次に次の１条を加える。 

 （出席委員に関する措置） 

第９４条の２ この章における出席委員には、

亀岡市議会委員会条例（昭和４８年亀岡市条

例第４３号。以下「条例」という。）第１４

条の２の規定により、映像と音声の送受信に

より相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法（以下「オンラインに

よる方法」という。）で委員会に出席した委

員を含むものとする。 

 第１１７条に次の１項を加える。 

３ 前２項の場合において、条例第１４条の２

の規定により、委員会がオンラインによる方

法で開かれているときは、委員でない議員は、

オンラインによる方法で当該委員会に出席す

ることができる。 

 第１２９条に次のただし書を加える。 

 ただし、条例第１４条の２の規定により、

オンラインによる方法で出席している委員は、

この限りでない。 

 第１４２条に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、条例第１４条の２の

規定により、委員会がオンラインによる方法

で開かれているときは、紹介議員は、オンラ

インによる方法で委員会に出席することがで

きる。 

 第１６６条の次に次の１条を加える。 

 （協議等の場の開催方法の特例） 

第１６６条の２ 前条の協議等の場については、

新型コロナウイルス感染症その他重大な感染

症のまん延又は災害等の発生等その他やむを

得ない理由により、その構成員が開会場所に

参集することが困難と招集権者が認めるとき

は、オンラインによる方法で協議等の場を開

くことができる。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

規 則 
 

 かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例

施行規則をここに公布する。 

 

   令和４年１２月２０日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 神先宏彰 

 

 亀岡市教育委員会規則第６号 

 

かめおか児童クラブ事業の実施に

関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、かめおか児童クラブ事業

の実施に関する条例（令和４年亀岡市条例第

２６号。以下「条例」という。）の施行に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （児童クラブの名称及び設置場所） 

第２条 条例第２条第２項に定めるかめおか児

童クラブ（以下「児童クラブ」という。）の

名称及び設置場所は、別表第１のとおりとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日（以下「休日

等」という。）における児童クラブの名称及

び設置場所については、別表第２のとおりと

する。 

 （対象児童の要件） 

第３条 対象児童は、条例第３条に規定するも

ののほか、その保護者、同居の親族その他の

者が次の各号のいずれかに該当し、保育の必

要があるものとする。 

⑴ 産前又は産後であること。 

⑵ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精

神若しくは身体に障害を有していること。 

⑶ 親族を常時介護又は看護していること。 

⑷ 求職活動を継続的に行っていること。 

 （職員） 

第４条 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年亀岡市条例第３３号）第１１条に規定

する放課後児童支援員として、児童クラブに

かめおか児童クラブ支援員（以下「支援員」

という。）を置く。 

２ 前項の支援員のほか、児童クラブにかめお

か児童クラブ補助員を置くことができる。 

 （入会） 

第５条 条例第５条の規定により児童を入会さ

せようとする保護者は、児童クラブの利用を

希望する日の１４日前までに、かめおか児童

クラブ入会申請書に勤務証明書その他必要な

書類を添えて教育長に提出しなければならな

い。ただし、４月１日から利用する場合は、

教育長が別に定める期間内に提出するものと

する。 

２ 条例第６条の規定による通知は、かめおか

児童クラブ入会承認（不承認）通知書による

ものとする。 

 （利用制限） 

第６条 教育長は、条例第３条の規定にかかわ

らず、児童クラブを利用しようとする対象児

童が次の各号のいずれかに該当する場合は、

児童クラブの利用を制限することができる。 

⑴ 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６

号）第１９条の規定による出席停止中の児

童 

⑵ 心身が虚弱で保育に耐えられないと認め

られる児童 

 （退会） 
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第７条 保護者は、児童クラブに入会している

児童（以下「入会児童」という。）が第３条

に規定する対象児童でなくなったとき、又は

児童クラブから退会させようとするときは、

速やかにかめおか児童クラブ退会届を教育長

に提出しなければならない。 

２ 教育長は、入会児童が次の各号のいずれか

に該当する場合は、当該入会児童を退会させ

ることができる。 

⑴ 児童クラブを５日以上無断欠席したとき。 

⑵ 負担金を２月分以上納めないとき。 

⑶ 保護者が児童クラブに係る申請書類に虚

偽の記載を行ったと認められたとき、又は

第８条に規定する届出の義務を怠ったとき。 

⑷ 他の入会児童の保育に支障があると認め

られるとき。 

 （届出） 

第８条 保護者は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、速やかに教育長に届け出なけれ

ばならない。 

⑴ かめおか児童クラブ入会申請書の記載事

項に変更があったとき。 

⑵ 入会児童が長期にわたり欠席するとき。 

 （負担金の額） 

第９条 入会児童が一時利用をする場合の負担

金は、条例別表に定める通常利用、日曜日利

用及び土曜日利用の利用区分（この項におい

て「月単位の利用区分」という。）毎の児童

１人当たりの負担金の額を、月単位の利用区

分毎に一時利用した場合の日額の合計額が上

回る場合は、月額とする。 

２ 条例第７条ただし書の規定により、同一世

帯において２人以上の児童が利用する場合に

おいては、２人目以降の児童に係る負担金を

無料とする場合は、次のとおりとする。 

⑴ 月単位の利用と月単位の利用がある場合 

２人目以降の月単位の利用 

⑵ 月単位の利用と日単位の利用がある場合 

日単位の利用 

⑶ 日単位の利用と日単位の利用がある場合 

同日の日単位の利用 

 （負担金の減免） 

第１０条 条例第８条の規定により負担金を減

額し、又は免除することができる場合は、次

のとおりとする。 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）の規定による被保護世帯又は前年度分

の市民税非課税世帯 免除 

⑵ 災害その他特別の事情により負担金を納

入することが困難な場合 教育長が定める

額の減額 

⑶ その他教育長が特に必要と認める場合  

教育長が定める額の減額 

２ 前項の規定により負担金の減額又は免除を

受けようとする者は、かめおか児童クラブ負

担金減免申請書に必要な書類を添えて、教育

長に申請しなければならない。 

 （負担金の還付） 

第１１条 条例第９条ただし書の規定により負

担金の全部又は一部を還付することができる

場合は、次のとおりとする。 

⑴ 入会児童が月単位の利用をし、既に納付

した退会した月以後の分の負担金がある場

合 

⑵ 入会児童が日単位の利用をし、既に納付

した退会した日以後の分の負担金がある場

合 

⑶ 条例第８条の規定により既に納付した負

担金を減免した場合 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、教育長が特

別な理由があると認めた場合 

 （委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要

な事項は、教育長が別に定める。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行す

る。 

（亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関

する条例施行規則の廃止） 

２ 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関

する条例施行規則（平成２１年亀岡市教育委

員会規則第８号）は、廃止する。 

 （準備行為） 

３ この規則の施行のために必要な行為は、こ

の規則の施行の日前においても行うことがで

きる。 

 

【別表 省略】 

 

「掲示済」 

 

任免及び辞令 
 

             渡 邊 遥 香 

             上 原 久 和 

             塚 本 綏佳子 

（各 通）
        長 尾 敬 行 

             上 松 幸 一 

             岡 本 裕 介 

             中 川   寛 

             迫 間 勝 樹 

亀岡市いじめ防止対策推進委員会委員に委嘱し

ます 

任期は令和６年１２月２日までとします 

   令和４年１２月３日 

 

             石 山 耐 子 

             廣 瀬 登代子 

（各 通）
        塚 本 綏佳子 

             鶴 田 載 直 

             名 倉 季 子 

             木 村   茂 

亀岡市図書館協議会委員の委嘱を解きます 

   令和４年１２月２１日 
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選挙管理委員会欄 
 

規 程 
 

 亀岡市選挙公報の発行に関する規程の一部を

改正する規程をここに公布する。 

 

   令和４年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

 亀岡市選挙管理委員会規程第２号 

 

亀岡市選挙公報の発行に関する規

程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市選挙公報の発行に関する規程（平成６

年亀岡市選挙管理委員会規程第２号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第２条第２項中「、白黒の手札型」を「及び

無彩色の写真であって手札型のもの」に改め、

同条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定による掲載文及び写真の提出

は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。この場合に

おいて、前２項の規定の適用については、第

１項中「正副２通の掲載文及び候補者の写真

２枚」とあるのは「掲載文及び候補者の写

真」と、第２項中「写真であって手札型のも

の」とあるのは「写真」とする。 

 第３条中「亀岡市選挙公報掲載文原稿用紙

（別記第２号様式）」を「亀岡市選挙公報掲載

文原稿用紙（委員会が提供する同様式の電磁的

記録を含む。）（別記第２号様式。以下「原稿

用紙」という。）」に改める。 

 第４条第１項中「黒色の色素により記載しな

ければならない」を「無彩色で記載し、又は記

録しなければならない」に改め、同条第３項中

「かたかな、ひらがな」を「片仮名、平仮名」

に、「及び線並びに」を「若しくは線又は」に、

「及びこれらの類」を「若しくはこれらの類」

に、「記載する」を「記載し、又は記録する」

に改め、同条第４項中「及び」を「又は」に、

「記載しよう」を「記載し、又は記録しよう」

に、「記載する」を「記載し、又は記録する」

に改める。 

 第５条第１項中「２通」を削る。 

 第７条第１項中「つど」を「都度」に改め、

同条第２項を削り、同条第３項を同条第２項と

し、同条第４項を同条第３項とし、同条第５項

を同条第４項とする。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第４７号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   令和４年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１，４６５人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第４８号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   令和４年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

２４，４０１人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第４９号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   令和４年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１２，２０１人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５０号 

 

亀岡市議会議員一般選挙に係る選

挙時登録の被登録資格決定の基準

日等について 

 

 令和５年１月２２日執行の亀岡市議会議員一

般選挙に係る選挙人名簿の選挙時登録について、

被登録資格の決定の基準となる日及び登録を行

う日を次のとおり定める。 

 

   令和４年１２月１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 
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１ 被登録資格の決定の基準となる日 

令和５年１月１４日 

（ただし、年齢については令和５年１月

２２日） 

２ 登録を行う日 

令和５年１月１４日 

 

「掲示済」 

上下水道部欄 
 

告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第３３号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者廃止の告示 

 

   令和４年１２月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者から指定工事業者指定辞退届が提

出されたので、亀岡市下水道排水設備指定工事

業者規程第１５条第２号の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 廃止届出日 

   令和４年１２月２日 

２ 廃止業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

202 ミゾツラ電器 
代表 

溝行  清 
亀岡市旅籠町31 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第３４号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者

指定の告示 
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   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条第１号の規定により告示す

る。 

 

記 

 

１ 指定日 

   令和４年１２月２０日 

２ 指定業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

326 
株式会社 

ミゾツラ電器 

代表取締役 

溝行  誠 
亀岡市旅籠町31 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第３５号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者指定の告示 

 

   令和４年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市下水道排水設備指定工事

業者として指定したので、亀岡市下水道排水設

備指定工事業者規程第１５条第１号の規定によ

り告示する。 

 

記 

 

１ 指定日 

   令和４年１２月２０日 

２ 指定業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

313 
株式会社 

ミゾツラ電器 

代表取締役 

溝行  誠 
亀岡市旅籠町31 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第３６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市上下水道部お客様サービ

ス課において保管し、送達を受けるべき者の申

出があれば交付する。 

 ここに、国税通則法（昭和３７年法律第６６

号）第１４条の規定により告示する。 

 

   令和４年１２月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

  交付要求解除通知書 

２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏 名 

1 省略 福井  操 

 

３ この書類を受領されないときは、国税通則

法第１４条第３項の規定により、告示の日か

ら起算して７日を経過した時点で書類の送達

があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院公用車使用規程の一部を改正す

る規程を次のように定める。 

 

   令和４年１２月１日 

 

    亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

 亀岡市病院事業管理規程第６号 

 

亀岡市立病院公用車使用規程の一

部を改正する規程 

 

 亀岡市立病院公用車使用規程（平成１６年亀

岡市病院事業管理規程第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２２条を第２４条とし、第２１条を第２３

条とする。 

 第２０条第２項中「遅滞なく」の次に「安全

運転管理者及び」を加え、「（別記第４号様

式）」を削り、同条を第２２条とする。 

 第１９条を第２１条とし、第１８条を第２０

条とする。 

 第１７条第１項中「副院長」の次に「、安全

運転管理者」を加え、同条第５項中「車両管理

者」を「安全運転管理者」に改め、同条第６項

中「車両管理者」を「副委員長」に改め、同条

を第１９条とする。 

 第１６条を第１８条とし、第１５条を第１７

条とし、第１４条を第１６条とする。 

 第１３条中「（別記第３号様式）」を削り、

同条を第１５条とする。 

 第１２条を第１４条とし、第１１条を第１３

条とする。 

 第１０条中「（別記第２号様式）」を削り、

同条を第１２条とする。 

 第９条中「（別記第１号様式）」を削り、同

条を第１１条とする。 

 第８条を第１０条とする。 

 第７条第１項中「車両管理者（」の次に「亀

岡市外を運行する場合は、安全運転管理者及び

車両管理者。」を、「定める者」の次に「。第

３項において同じ。」を加え、同条第２項中

「承認において、」の次に「安全運転管理者又

は」を加え、同条第３項中「（車両管理者が不

在のときは、車両管理者のあらかじめ定める

者）」を削り、同条を第９条とする。 

 第６条を第８条とし、第５条を第７条とする。 

 第４条第１項中「運転者」を「公用車の運転

資格を有する者（以下「運転者」という。）」

に、「部長」を「部等の長」に改め、同項第１

号中「道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。

以下「法」という。）第８４条」を「法第８４

条」に、「普通免許」を「運転免許」に改め、

同条第３項中「第１５条」を「第１７条」に改

め、同条を第６条とする。 

 第３条を第５条とし、同条の前に次の１条を

加える。 

 （安全運転管理者） 

第４条 道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号。以下「法」という。）第７４条の３第１

項の規定に基づく道路交通法施行規則（昭和

３５年総理府令第６０号）第９条の９に定め

る要件を備えた安全運転管理者（以下「安全

運転管理者」という。）を置く。 

２ 安全運転管理者は、病院事業管理者が任命

する。 

３ 安全運転管理者は、法第７４条の３第２項

及び法第７５条の規定による車両の運行管理

を行うほか、安全運転に関する企画の策定及

び運転者の指導監督に当たるものとする。 
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 第２条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、専用車は、所管する部等の長が車

両管理者となる。 

 第２条第２項中「使用及び安全運転の指導に

ついての総括」を「使用管理等」に改め、同条

を第３条とする。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

 （公用車の配属） 

第２条 公用車は、特定の使用用途に限定され

るもの（以下「専用車」という。）を除き、

病院総務課に配属するものとする。ただし、

専用車は別に定める部等に配属するものとす

る。 

 別記第１号様式から別記第４号様式までを削

る。 

 

   附 則 

 

 この規程は、令和４年１２月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

公 告 
 

 亀岡市立病院公告第２号 

 

 令和４年１２月１日に実施した亀岡市立病院

職員採用試験の結果、次のとおり合格者を決定

し、職員採用候補者名簿に登録したので公告す

る。ただし、登録有効期限については、令和５

年４月３０日までとする。 

 

   令和４年１２月１２日 

 

    亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

（候補者受験番号） 

  １  ３  ４  ５ 

 

「掲示済」 
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